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地方独立行政法人山梨県立病院機構の中期目標期間見込に係る業務実績評価について 

 

地方独立行政法人法第２８条の規定に基づき、山梨県が設立した地方独立行政法人山梨

県立病院機構の令和２年度から令和５年度までの第３期中期目標期間見込に係る業務の実

績について評価を行いました。 

 

地方独立行政法人は、設立団体が定めた中期目標を達成するための計画（中期計画）を

作成するとともに、毎事業年度の終了後、業務の実績を設立団体に報告し、その評価を受

けることとなっています。 

特に、中期目標期間が終了する事業年度には、当該中期目標期間全体の業務の実績につ

いて見込評価を行い、次期中期目標の内容に反映させることとなっています。 

この業務実績評価書は、県立病院機構から提出された第３期中期目標期間（見込）の業

務実績報告書、県立病院機構からの説明及び地方独立行政法人山梨県立病院機構評価委員

会の意見等を踏まえ、法人の業務実績の調査、分析を行い、その評価の結果を記載してあ

ります。 

 

第３期中期目標期間では、救命救急医療を始め、総合周産期母子医療、がん医療、新型

コロナウイルス感染症への対応をはじめとした感染症医療、精神科救急・急性期医療及び

地域医療機関との協力体制の強化等、政策医療を中心に様々な取り組みが行われました。 

 

山梨県としては、県立病院機構の職員全体が今回の評価結果を共有することにより、来

年度から始まる次期中期目標期間において各部署が取り組むべき課題を認識し、改善を続

けることで、引き続き本県の基幹病院としての役割を果たすことを期待します。 

また、県民の皆様には、県立病院機構の取り組みを改めて確認して頂き、今後の法人運

営に関心を持っていただくことを期待します。 

なお、この業務実績評価書の作成にあたり、評価委員の皆様には多大なる御尽力を賜り

ました。厚く御礼申し上げます。 
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第１ 全体評価 

 

１ 総 評 

 

地方独立行政法人山梨県立病院機構の第３期中期目標期間見込における業務の実績は優

れていると評価する。 

 

令和２年度から始まった第３期中期目標期間の業務の実績は、県立病院機構の有する人

的、物的資源を活用し、救命救急医療、総合周産期母子医療＊用語 1、がん医療、感染症医療、

精神科救急・急性期医療などの政策医療を確実に提供するとともに、医療の質の向上に努

めた結果となっている。 

特に、新型コロナウイルス感染症の影響が長期に及ぶ中、必要な病床の確保や感染した

患者に対する治療・検査体制を強化しつつ、政策医療を継続して提供したことは高く評価

する。 

 

県立中央病院では、救命救急医療については、高度救命救急センターとして三次救急患

者に高度で専門的な医療を提供するのみならず、二次救急患者や他の病院で受け入れるこ

とができなかった患者を受け入れ、各診療科により連携した治療が行われた。 

総合周産期母子医療については、他の医療機関と連携し、多くのハイリスク妊婦を受け

入れ、専門的な医療を提供した。 

 がん医療については、低侵襲手術支援ロボット（da Vinci Xi）を活用した手術件数が増

加したほか、令和５年３月にがんゲノム医療拠点病院に指定されるなど、ゲノム解析に基

づく最先端の医療を提供した。 

感染症医療については、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、必要な病床を

確保するとともに、高感度で迅速な検査体制の構築や、重症患者の治療などに使命感をもっ

て懸命に取り組んだ。 

県立北病院では、精神科救急・急性期医療について、県の精神科救急医療の２４時間体

制に中心的な役割を果たしており、救急受入件数が増加した。 

また、財務状況については、中期計画を大きく上回る経常利益及び純利益を達成してお

り、適切に管理されている財務内容となった。 
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２ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

（１）医療の提供 

 

 ・ 政策医療の提供について、救命救急医療、精神科救急・急性期医療、総合周産期医

療、がん医療をはじめとした高度で専門的医療を適切に提供し、成果を上げているこ

とは評価する。 

   感染症医療において、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、高感度で迅

速な検査体制の構築に取り組むとともに、必要な病床を確保するなど、県内の医療提

供体制において中心的な役割を果たしていることは評価する。 

   県民に欠かすことのできない救命救急医療、総合周産期母子医療、精神科救急医療、

児童思春期精神科医療などの政策医療を適切に提供しており、本県の機関病院として

の役割を担っていることは評価する。 

 ・ 質の高い医療の提供について、ＤＰＣ＊用語 2機能評価係数Ⅱが上昇し上位に位置して

いること、ＤＰＣ分析データの活用等によりクリニカルパス＊用語 3を活用・推進するな

ど、無駄のない患者志向の標準化した医療の提供に取り組むとともに、看護師採用試

験の複数回実施、中途採用などにより看護師を確保し、質の高い看護の提供が図られ

ていることは評価する。 

 ・ 県民に信頼される医療の提供について、第２期中期計画期間中の薬剤紛失事案等を

真摯に受け止め、あらゆる観点から再発防止対策に取り組むとともに、医療安全と感

染症対策を徹底し、患者ならびに家族との相互理解を深めた関係構築に努め、退院支

援や服薬指導回数の増加、会計待ち時間の大幅な短縮など、県民に信頼される医療の

提供に努めていることは評価に値する。 

 

（２）医療に関する調査及び研究 

 

   病院機構の有する医療資源を活用し、治験＊用語 4、臨床研究、製造販売後調査や医療

の質の向上に向けた他機関との共同研究等を積極的に実施し、その成果を国内外に発

信するなど成果を挙げていることは評価する。 

 

（３）医療に関する技術者の研修 

 

 ・ 医療に関する技術者の研修について、質の高い医療を安定して提供するため、初期・

後期臨床研修プログラムの充実や医師、看護師等の資格取得支援、各種研修に積極的

に取り組んでいることは評価する。 

   看護師の特定行為研修＊用語 5を実施し、７名が修了したことは評価する。 
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・ 職場環境の整備について、診療科および部門のそれぞれの職種の勤務状況を適切に

把握し、計画期間を通して医師事務作業補助者＊用語 6などの増員や勤務体制・待遇の改

善を推進し、働きやすい職場づくりが図られていることは評価する。 

  職員満足度調査において職員の評価が上昇するよう更なる取り組みを期待する。 

 

（４）医療に関する地域への支援 

 

 ・ 地域医療機関等との協力体制の強化について、地域医療支援病院として、病病連携、

病診連携の推進に取り組み、紹介率・逆紹介率＊用語 7が高水準を維持していることは評

価する。 

   地域の開業医と整形外科常勤医との相談ホットラインを開設するなど連携の推進に

取り組んでいることは評価に値する。 

 ・ 地域の医師不足に対する支援について、新専門医制度において、内科、外科、救急

科等の専門研修基幹施設として専門研修プログラムを作成し、多くの専攻医の専門医

資格取得を支援していることは評価に値する。 

   地域への医師派遣機能の向上など公的医療機関の外来診療への協力の強化や更なる

地域の医師不足の解消につながる他機関との連携を期待する。 

・ 県内の医療水準の向上について、地域医療機関の医療従事者に対し、医療技術向上

のための研修を実施するとともに、医療従事者養成機関から実習生を積極的に受け入

れるなど、人材養成の支援に努めていることは評価に値する。 

  看護水準の向上に寄与するため、看護師特定行為研修指定研修機関として、中央病

院以外の機関の看護師の受け入れなど更なる取り組みを期待する。 

 ・ 地域社会への協力について、救命救急士の育成、地域の医療機関や看護師養成機関

等への講師派遣、公的機関からの鑑定・調査への協力について、積極的に取り組んで

いることは評価に値する。 

 

（５）災害時における医療救護 

 

   基幹災害拠点病院として、毎年大規模災害を想定した訓練を実施するとともに、専

任の災害対策担当看護師の配置や災害対策センターを設置するなど、災害対策の充実

強化が図られていることは評価する。 

   また、新型コロナウイルス感染症への対応として、県対策本部への医師などの派遣

や、感染が拡大した自治体に看護師を派遣するなど、積極的に医療救護活動を行って

いることは評価する。 
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３ 業務運営の改善及び効率化並びに財務状況に関する事項 

 

 ・ 医療環境の変化に対応できる運営体制の構築について、地域救急科、救急業務統括

部および炎症性腸疾患センターを新設するとともに、がんゲノム医療拠点病院に指定

されるなど、医療ニーズの多様化、高度化、患者の動向など医療環境の変化に柔軟に

対応した運営が行われていることは評価に値する。 

 病院会議、院内連絡会議において、病院全体の情報交換や意見交換、共通認識の醸

成に取り組み、職員の経営参画意識の向上した運営体制の構築に努めていることは評

価に値する。 

 ・ 経営基盤を安定化するための収入の確保、費用の節減について、ＤＰＣ担当を新設

するなど診療報酬請求体制や未収金の発生予防・回収対策の充実強化に取り組むとと

もに、汎用医療材料の共同購入を継続実施するなど、収入の確保、費用の節減で成果

を上げていることは評価する。 

   経営基盤の安定化に向けて、引き続き未収金の削減につながる更なる取り組みを期

待する。 

 ・ 事務部門の専門性の向上について、事務職員の計画的採用と各種研修などによる専

門性の向上に取り組み、職員の育成に努めていることは評価に値する。 

 ・ 職員の経営参画意識の向上について、病院会議、院内連絡会議において、病院経営

に関する詳細なデータや分析結果を職員に周知し、共有化を図るとともに、職員提案

を実施し、優秀者を表彰するなど職員の経営参画意識の向上に努めていることは評価

に値する。 

 ・ 財務内容の改善に関する事項について、中期計画を大きく上回る経常利益及び純利

益を達成しており、財務内容が適切に管理されていることは評価する。 

 

４ その他業務運営に関する重要事項 

 

   新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、PCR 検査や必要な病床の確保、ワ

クチン接種、県感染症対策センター等への医師派遣など保健医療行政に積極的に協力

していることは評価する。 

   法令・社会規範の遵守に努めるとともに、病院機構、中央病院および北病院のホー

ムページでの情報発信や、中央病院公式 YouTube チャンネルを開設し積極的な情報公

開に努めていることは評価に値する。 
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第２ 項目別評価 
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 項目別評価は、県立病院機構から提出された業務実績報告書をもとに、県立病院機構 

からのヒアリング等を通じて業務実績の調査及び分析を行ない、中期目標の項目ごとに 

以下の５段階で評価を行った。 

 

＜評価基準＞ 

評価 説明 

Ｓ 当該中期目標期間にお

ける中期目標及び中期

計画の実施状況が特に

優れている 

 業務実績が、中期目標及び中期計画実現のための目標

を大幅に上回っている場合で、次の条件に該当する場合 

・定量的目標が定められている場合で、目標の水準を

大幅に上回る実績や成果がある。 

・定量的目標が定められていない場合で、実績や成果

が卓越した水準にあると認められる。 

・県政や県民の新たなニーズに迅速に対応した取組に

より高い実績や満足度を実現している。 

Ａ 当該中期目標期間にお

ける中期目標及び中期

計画の実施状況が優れ

ている 

業務実績が、中期目標及び中期計画実現のための目標

を上回っており、Ｓ評価に該当しない場合 

Ｂ 当該中期目標期間にお

ける中期目標及び中期

計画の実施状況が順調

である 

 業務実績が、中期目標及び中期計画実現のための目標

を概ね達成している場合 

Ｃ 当該中期目標期間にお

ける中期目標及び中期

計画の実施状況が劣っ

ている 

 業務実績が、中期目標及び中期計画実現のための目標

を下回っており、Ｄ評価には該当しない場合 

Ｄ 当該中期目標期間にお

ける中期目標及び中期

計画の実施状況が著し

く劣っており、大幅な改

善が必要 

 業務実績が、中期目標及び中期計画実現のための目標

を下回っており、次の条件に該当する場合 

・定量的目標が定められている場合で、目標の水準を

大幅に下回っていることが明らかである。 

・提供すべきサービス、財務内容、その他業務運営に重

大な瑕疵が認められる。 

 ※備考 

  上記の説明は、あくまで目安であり、実績や成果の水準に加え、計画の難易度、 

外的要因、取組の経緯や過程を総合的に勘案して評価する。 

  中期目標期間見込評価においては、当該事業年度の実施状況の見込みも考慮する。 



中期目標期間の項目別評価
（総括表）

県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

NO
県立病院機構

自己評価
県評価

業務運営の改善及び効率化並びに財務状況に関する事項

NO
県立病院機構

自己評価
県評価

財務内容の改善に関する事項

NO
県立病院機構

自己評価
県評価

その他業務運営に関する重要事項

NO
県立病院機構

自己評価
県評価

Ａその他業務運営に関する重要事項 17 Ａ

Ｓ

中期目標の項目

予算、収支計画及び資金計画、短期借入金の限度額 16 Ｓ

Ａ

中期目標の項目

４　職員の経営参画意識の向上 15 Ａ

Ａ３　事務部門の専門性の向上 14 Ａ

Ｓ２　経営基盤を安定化するための収入の確保、費用の節減 13 Ｓ

Ａ

Ｓ

中期目標の項目

１　医療環境の変化に対応できる運営体制の構築 12 Ａ

５　災害時における医療救護 11 Ｓ

Ｓ

9（３）県内の医療水準の向上 Ｂ

8 Ｂ

（４）地域社会への協力 10 Ａ

（２）地域の医師不足に対する支援 Ｂ

Ａ

Ｂ

４　医療に関する地域へ
の支援

（１）地域医療機関等との協力体制の強化 7 Ｓ

（２）職場環境の整備 6 Ｓ

中期目標の項目

１　医療の提供

（１）政策医療の提供 1 Ｓ

（３）県民に信頼される医療の提供 3 Ａ

（２）質の高い医療の提供 2 Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ａ

２　医療に関する調査及び研究 4 Ｓ

Ｓ

Ｓ

３ 医療に関する技術者の
育成 、確保及び定着

（１）医療従事者の研修の充実 5 Ｓ

Ｓ
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第２　県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１　医療の提供

(1)政策医療の提供

１　医療の提供

１　医療の提供

(1)政策医療の提供 (1)政策医療の提供
 ①　県立中央病院

ア　救命救急医療

第２　県民に提供するサービスその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためとるべき措置

　山梨県の基幹病院として県民の健康の保持及び増
進に寄与するため、政策医療を的確に提供するとと
もに、高度・専門・先進的で、県民に信頼される質
の高い医療を提供する。

　政策医療を確実に県民に提供するとともに、医療の質
の向上に努め、県民に信頼される医療を提供すること。

　救命救急医療、総合周産期母子医療、がん医療を
はじめとした県民生活に欠くことのできない医療の
提供に向けて、一層の高度化、専門化を図る。ま
た、脳卒中、心臓病その他の循環器病に対する医療
の充実を図る。

中期目標 中期計画

　救命救急医療、総合周産期母子医療、精神科救
急・急性期医療、児童思春期精神科医療など、他の
医療機関では対応が困難であるが県民生活に欠かす
ことのできない政策医療を提供し、本県の基幹病院
としての役割を果たすこと。
　また、がん、難病、エイズ、感染症といった県の
拠点病院に指定されている疾病について重点的に取
り組み、本県の医療水準の向上に先導的な役割を果
たすこと。特にがん医療については、ゲノム医療を
推進することとし、国の取組を踏まえつつ、適切な
医療提供体制を整備すること。
　さらに、心神喪失者等医療観察法に基づく指定医
療機関としての医療を提供するとともに、精神科の
重度・慢性入院患者、重症通院患者、依存症患者の
社会復帰を目指すこと。併せて、年々増加する認知
症疾患の患者が地域で安心して暮らし続けられるよ
う専門医療を提供すること。
　なお、政策医療の提供に当たっては、引き続き県
内の医療機関、関係行政機関等と適切な連携及び協
力を行うこと。

　山梨県の三次救急医療を担う高度救命救急セン
ターを中心とした救命救急医療の提供やドクター
ヘリ及びドクターカーの活用による、早期の救命
救急医療の提供により、現在の高い救命率を維持
するとともに、施設、人員、医療機器等の体制の
充実により、更なる救命率の向上に努める。
　また、精神疾患を有する救急患者に対し、関係
機関と連携して適切な医療を提供する。
　さらに、初期救急医療及び二次救急医療体制に
ついては、他の医療機関、医師会などの関係機関
及び自治体と連携する中で、救急医療体制の確保
に協力する。
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(1)政策医療の提供 (1)政策医療の提供

【特記事項】
・

・

・

・

　高度救命救急センターの患者数は、令和２年度の４，０４６人か
ら、令和４年度は５，００９人に増加し、２期平均２，５３０人/
年を７２．３％上回る４，３６０人/年となった。

評　価

業務実績及び県立病院機構の自己評価

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

【実績に対する分析、自己評価理由】

Ｓ

　ドクターヘリ
＊用語9

の現場から医療機関への搬送時間は３年間の平
均で１０．４分、出動件数は令和２年度の　４１０件から、令和４
年度には４９９件に増加し、期間中合計で１，３９４件となった。

【実績】

　ドクターカー出動件数は令和２年度の２８７件から、令和４年度
には３６３件に増加し、期間中合計で１，０７８件となった。

　救命救急医療では、平成３１年４月に高度救命救急センターの指
定を受けており、２期平均を大幅に上回る患者を受け入れた。
　総合周産期医療では、県内全てのハイリスクの妊婦等を受け入
れ、専門的な医療を提供した。特に、胎児超音波スクリーニング検

査
＊用語8

などにより、胎児の疾患の早期発見に努めるとともに、分娩
までの継続的なサポートを実施した結果、２期平均を上回る検査を
実施した。
　内科系と外科系の連携体制の確立等、中期計画に記載した事項を
着実に実施するとともに、低侵襲手術支援ロボット（da Vinci Ｘ
ｉ）による手術件数は２期平均を大幅に上回っており、より高度で
専門的な医療を提供した。また、ゲノム解析、遺伝カウンセリング
を着実に実施するなど、がん医療の質を向上させた。
　感染症医療では、新型コロナウイルス感染症重点医療機関とし
て、陽性患者用病床の確保・受入れを行うとともに、高感度で迅速
な検査体制を構築した。
　精神科救急・急性期医療では、県の精神科救急医療体制の２４時
間化に対応し、精神科救急受診相談センター業務の一部を担うとと
もに、救急医療が必要な患者を常時対応型病院として受け入れる体
制を構築した。
　山梨県の基幹病院として求められる政策医療を的確に実施すると
ともに、県民に信頼される質の高い医療の提供に向けて、中期計画
を大幅に上回る取り組みを実施した。
　

　高度救命救急センターでは、各消防本部からの要請により、２４
時間体制で、三次救急患者を受け入れた。
　また、二次救急患者など必ずしも救命救急センターの対応症例で
ない患者についても受け入れており、セーフティーネットの役割も
担っている。

設立団体の長（知事）の評価

評価 S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

　救命救急医療、精神科救急・急性期
医療、総合周産期医療、がん医療をは
じめとした高度で専門的医療を適切に
提供し、成果を上げていることは評価
する。
　感染症医療において、新型コロナウ
イルス感染症重点医療機関として、高
感度で迅速な検査体制の構築に取り組
むとともに、必要な病床を確保するな
ど、県内の医療提供体制において中心
的な役割を果たしていることは評価す
る。
　県民に欠かすことのできない救命救
急医療、総合周産期母子医療、精神科
救急医療、児童思春期精神科医療など
の政策医療を適切に提供しており、本
県の機関病院としての役割を担ってい
ることは評価する。
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イ　総合周産期母子医療　　　　

ウ　がん医療

 (ｱ)がん治療の充実

中期計画中期目標

　山梨県の総合周産期母子医療センターとして、
ハイリスク患者の受入体制を確保し、高度な医療
を提供することにより、県全体の新生児死亡率等
の低減に寄与する。
　また、胎児超音波スクリーニング検査などによ
り疾患が発見された場合には、母体・胎児への継
続的な支援を行う。

　専門的ながん医療の提供、地域との連携協力体
制の構築、がん患者に対する相談支援・情報提供
など、がん診療連携拠点病院としての機能を拡充
する。院内のより緊密な連携体制を確立する中
で、チーム医療を推進するなど、がんの包括的診
療体制を充実し、がん医療の質の向上に努める。
　また、ゲノム医療の推進に取り組み、がんゲノ
ム医療の拠点病院としての機能を強化する。

　手術、化学療法及び放射線療法を効果的に組み
合わせた集学的治療の推進やがん相談など治療に
伴う精神的ケアの支援により、がん治療の充実を
図る。
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・

・

・

・

・

・

・ 　平成２８年度から最新型の低侵襲手術支援ロボットであるda
Vinci Xiを導入し、令和４年度までに、子宮頸がん手術、前立腺が
ん手術、胃手術、大腸がん手術、腎臓がん手術など１，０８０件を
実施した。

　中央病院の新規入院患者数は、令和２年度の１３，０７５人か
ら、令和４年度は１４，４９７人に増加した。うち新規入院がん患
者数は、４．７％増の４，１２１人となった。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　救急車搬送人数は、令和２年度の５，４８７人から、令和４年度
には７，２６１人に増加し、２期平均５，９８１人/年を４．４％
上回る６，２４２人/年となった。

　山梨大学医学部附属病院などと役割分担し、県内全てのハイリス
クの妊婦等を受け入れ、専門的な医療を提供した。特に産褥以外の
母体、新生児救急搬送は、当院で振り分けを行うことにより、地域
の分娩取扱機関との連携を図りながら総合的・専門的な医療を提供
した。

　がん登録１６年間、２万６千例のデータを活用して、手術、化学
療法及び放射線療法を効果的に組み合わせた集学的治療の推進やが
ん相談など治療に伴う精神的ケアの支援により、高度で専門的な医
療を提供した。

　入院環境を改善するため、平成２９年度からＭＦＩＣＵの移転、

個室化をした。その結果、ＭＦＩＣＵ
＊用語10

の延べ入院患者数は、
令和２年度の１，４８６人から、令和４年度は１，６００人に増加
した。

　平成２８年度から開始した胎児超音波スクリーニング検査などに
より、胎児の疾患の早期発見に努めるとともに、分娩までの継続的
なサポートを実施した。検査の実施件数は令和２年度の１，６５４
件から、令和４年度は１，８８８件に増加し、２期平均１，５４３
人/年を１７．３％上回る１，８１０人/年となった。

設立団体の長（知事）の評価
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 (ｲ)ゲノム医療の推進

 (ｳ)ゲノム解析の推進

 (ｴ)遺伝カウンセリングの推進

 (ｵ)キャンサーボードの充実

  ゲノム解析センターにおいて、遺伝子情報の解
析を行い、科学的根拠に基づいた適切な薬剤投与
法や診断法を確立し、患者一人ひとりに合わせた
次世代型のがん医療提供に向けて、臨床と研究の
一体的な取組を推進する。

　乳がんや卵巣がん等遺伝子の関与が疑われるが
ん患者等に対してカウンセリングを実施し、得ら
れた結果に基づき適切な治療を行う。

　遺伝子検査を行い、患者の遺伝子の異常を明ら
かにすることで、患者一人ひとりに最適な治療方
法の選択、臨床試験・治験の実施等につながるゲ
ノム医療を推進する。また、がんゲノム医療の拠
点病院としての機能を強化する。

  がん患者の状態や意向を踏まえた適切な治療を
行い、がん医療の質の向上を図るため、院内外の
各専門領域の医師、看護師及び検査技師等が参加
し、手術、化学療法、放射線療法などの治療方法

を包括的に議論する場であるキャンサーボード
＊用

語11
の充実に努める。

中期計画中期目標
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・

・

・

・

・

・

　がんゲノム遺伝子パネル検査によって確認されたがん患者の遺伝
子変異について、解析・評価を行い、その患者にとって最適な医薬
品・治験等について検討する東京大学とのパネル会議を開催し、症
例について検討した。また、令和５年３月にがん遺伝子パネル検査
の医学的解釈及び治療方針について独自に決定することができるが
んゲノム医療拠点病院の指定を受けた。（全国で３２施設）

　遺伝カウンセリングを推進し、得られた結果に基づき適切な治療
を行った。遺伝カウンセリングの件数は、３期平均１４５人/年と
なった。

　ゲノム解析検査件数は、令和２年度の１，６２３件から、令和４
年度は１，９１８件に増加し、２期平均１，６４５人/年を２４．
４％上回る２，０４７人/年となった。

　院内外の医療従事者を対象にしたキャンサーボードを開催し、が
ん医療の質の向上に努めた。令和２年度から令和４年度までに５３
回実施した。また、領域別のキャンサーボードを開催するだけでな
く、包括的に最適な医療を検討する場として、総合キャンサーボー
ドを開催しており、期間中である、令和２年度から令和４年度まで
に２１回実施した。

　化学療法及び放射線療法を効果的に組み合わせた集中的治療の推
進により、がん化学療法患者数は、２期平均１２，００３人/年を
１４.４％上回る１３，７３１人/年となった。

　がん患者の治療に伴う精神的ケアのため、緩和ケア認定看護師
＊用語12

等により、がん治療に対する専門的かつ継続的なカウンセリングを行っ
た。

業務実績及び県立病院機構の自己評価 設立団体の長（知事）の評価
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 (ｶ)緩和ケア診療の充実

エ　循環器病医療

オ　難病（特定疾患）医療

カ　エイズ医療

  患者の身体の苦痛及び家族の不安などを軽減す
るため、緩和ケア診療の充実に取り組む。

  循環器病対策基本法に基づき、循環器病患者に
対する高度で専門的な医療を提供するため、施
設、人員、医療機器等の体制の充実を図る。

  患者に対する総合的、専門的な医療を提供し、
臨床心理士によるカウンセリングを行うととも
に、エイズ治療拠点病院として山梨県の要請に応
じた事業を実施する。

  専門医の継続的な治療を行うとともに、関係医
療機関との連携を強化しながら、最適な医療の提
供を行う。

中期計画中期目標
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・

　

・

・

・

・

・

・

　医師、専門の看護師などで構成される緩和ケアチームが一般病棟
の患者に対し、回診を行った。回診を行った延べ患者数は、令和２
年度の１，１８３人/年から、令和４年度には１，２２９人/年に増
加し、２期平均１，４０８人/年を３３.７％上回る１，８８２人/
年となった。

　循環器センターでは、循環器内科と心臓血管外科が密接な連携を
とり、急性期治療から亜急性期治療を中心に、２４時間体制で治療
を行っている。また、経静脈電極抜去など、新しい治療法について
も積極的に取り入れた。
　不整脈治療においては、薬物治療よりも長期の治療効果が得られ
ることを目標に、積極的にアブレーション治療を行った。治療件数
は、期間中９０９件となった。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　中央病院では、県内唯一のエイズ治療中核拠点病院として、県内
の拠点病院を支援するとともに、医師、看護師による治療、薬剤師
による服薬指導、臨床心理士によるカウンセリングなど、多職種に
よる専門的な医療を提供した。

　難病
＊用語13

医療協力病院として、山梨大学病院と役割分担を行う
中で、神経難病を除く特定疾患医療の患者を受け入れ、適切な医療
を提供した。

設立団体の長（知事）の評価

　県内のＨＩＶ感染者及びＡＩＤＳ患者の累計数は、令和４年１２
月末で１８８人であるが、中央病院の累積受診患者数は、１５９人
であり、８４．６％を当院で診療している。

　山梨県産業保健総合支援センターと連携して、当院に入院また
は、通院治療をしている患者のうち、治療を継続しながら仕事を続
けることを希望する患者に対して個別調整支援を行う「治療と仕事
の両立支援相談窓口」を令和２年５月１日に設置した。

　在宅医療・介護を行う医療機関、訪問看護事業所、訪問介護事業
所及び居宅介護事業所等を支援するため、支援チームを派遣する体
制を整えるとともに、平成２８年８月からエイズ予防財団が行って
いる「ＨＩＶ支援チーム派遣事業」を受託し、支援チーム派遣事業
設置中核拠点病院となっている
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キ　感染症医療

中期目標 中期計画

　一類感染症（エボラ出血熱など７疾患）患者及
び結核患者を受け入れる病室を活用し、山梨県の
感染症指定医療機関としての医療を提供する。
　また、新型インフルエンザ患者など感染症患者
に対する外来診療や、重篤患者に対する陰圧個室
を使った入院治療など、専門的な医療を提供す
る。さらに山梨県内での感染症発生時には、県の
指導を受けながら必要な情報の収集及び提供、患
者の受入体制の構築に努める。
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・

・

・

（新型コロナウイルス感染症）
・

・

・

・

・

・

・

・

　一類感染症
＊用語14

の患者を受け入れられる感染症病床２床、結核
病床１６床を確保し、受入体制を整えている。期間中の結核病床へ
の新規入院患者数は２２４人、年間延べ入院患者数は３，３８３人
であった。

　新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、令和３年６月か
ら１階高度救命救急センター内病室及びIＣＵ内病室の陰圧室への
改修や、緩和ケア病棟を一時的にコロナ感染症病棟にするための間
仕切り壁工事を行うことにより、県の要請に基づき各フェーズに対
応した陽性患者用病床を６０床確保し、患者の受入れを行った。

　第一種感染症指定医療機関として、総合診療科・感染症科の医師
及び感染対策室に感染症専従の認定看護師２名を配置し、院内の感
染症対策の強化を図っている。また、令和４年４月から認定看護師
３名体制とした。

　新型コロナウイルス患者については、令和２年度からの累計で
１，２５６名の入院患者を治療した。また、重症患者に対しては、
陰圧個室やエクモを使った入院治療など、専門的な医療を提供し
た。

設立団体の長（知事）の評価業務実績及び県立病院機構の自己評価

　発熱外来において、ＰＣＲ検査に加え、コロナ、インフルを含む
２１種類のウイルス・細菌を約５０分で検出できる機器
FilmArray、GeneXpert、Liatを稼働させ、高感度で迅速な検査体制
を構築した。

　新型コロナウイルス感染症の検査実績は、期間中、ＰＣＲ検査６
３，１９８件、フィルムアレイ等迅速ＰＣＲ検査２０，５０１件、
抗原検査３９，３０９件等、総計１４６，１７９件を行った。

　県からの依頼により、令和２年１１月から新型コロナウイルス宿
泊療養施設の看護師からの入所者の症状変化等の相談に対する医師
のオンコール業務について、二次救急当番日及び市立甲府病院の二
次救急当番日に当院が対応した。

　期間中、水痘、汎発性帯状疱疹、新型コロナウイルスなどの空気
感染対策が必要な患者９１人に対して、陰圧個室を使った入院治療
を行った。

　新型コロナウイルス感染症患者の情報収集や入院調整等の総合的
な医療提供体制のコントロールを担うために、新型コロナウイルス
感染症関係総合対策本部へ医師１名を派遣した。

　入院患者を含む来院者全員のマスク着用を義務化するとともに、
令和２年４月から入院予定患者の入院前ＰＣＲ検査を実施し、緊急
入院の患者については、ＰＣＲ検査の結果が判明するまでは必ず個
室に入院させることとし、期間中、２２，９５３件の検査を行っ
た。

　新型コロナウイルスに係る院内感染防止のため、新規採用職員及
び異動職員に対し、ＰＣＲ検査を実施し全員の陰性を確認した。ま
た、職員及び委託業者全員が毎日体温測定を行い、発熱状況及び体
調のモニタリングを行った。
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 ②　県立北病院

ア　精神科救急・急性期医療

　

イ　児童思春期精神科医療

ウ　心神喪失者等医療観察法に基づく医療

中期計画中期目標

　山梨県における精神科救急医療体制の重要な役
割を担うとともに、集中的な治療を要する患者
に、急性期の特性に合わせて、手厚い治療と多職
種治療チームによる総合的で一貫した医療を提供
することで早期退院を図り、通院や退院後のリハ
ビリテーションに結びつける。

　精神科救急・急性期医療や通院医療などの充実
や、心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療
機関等の役割を果たすとともに、依存症や認知症の
医療の提供について一層の高度化を図る。

　心神喪失者等医療観察法
＊用語15

に基づく指定入
院医療機関として最適な医療を提供し、対象者に
対して、指定入院から指定通院に向かう一貫した
治療体系の中で適切な治療を提供し、社会復帰の
促進を図る。

　思春期に特有な精神疾患の治療について、山梨
県内唯一の児童思春期病棟を有する病院として、
より高度で専門的な医療を関係機関と連携して提
供する。
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・

　
・
　

　

・

・

・

・

・

・

　スーパー救急病棟
＊用語16

への入院患者に対しては、多職種医療
チームで集中した治療を実施し、期間中の延べ入院患者数は６６，
９２２人となった。また、平均在院日数は、早期退院に務めた結果
４６．１日と前期間平均の４８．８日と比べて２．７日減少した。

　毎週、医師、看護師、ケースワーカー、デイケアに携わるコメ
ディカルスタッフによるケース会議を開催し、患者の治療、退院促
進、退院後のリハビリテーション等について、総合的で一貫した医
療を提供している。

前期間平均と比べて、児童思春期病棟の延べ入院患者数は１，０１
４人（１９．６％）、外来患者数は１，６９８人（３９．２％）増
加した。また、ショートケア・デイケアの参加者平均は７５２人と
なり、前期間平均と比べて１０２．７％増と大きく増加した。

こころの発達総合支援センターと連携を図り、児童思春期症例の患
者を専門に診療している。

　退院後の通院対象者に対しても、多職種治療チームによる治療体
制を継続する中で、デイケアや訪問看護も実施し、多くの通院患者
を支える体制を継続しており、社会復帰を積極的に進めている。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　県内唯一の指定入院医療機関として多職種治療チームによる手厚
い医療を提供し、退院と社会復帰を進めている。なお、北病院の医
療観察法病床数は５床であるが、関東信越厚生局の要請を受け、令
和４年８月から令和５年２月の間は、特例的に６人目として２人の
対象者を受け入れ、対象患者が入院できない事態を回避すること
で、司法精神医療に貢献した。

　県内医療ネットワーク体制の中で唯一の児童思春期病棟を持つ病
院として、看護師配置を１０：１と手厚くし、専従のコメディカル
を配置するなど、病院の機能強化を図っている。また、増加傾向に
ある児童・思春期患者に対応するため、児童思春期の初診時の診断
及び治療を標準化し、児童思春期専門医による指導体制を確立する
ことで、より高度で専門的な診療を実施している。

設立団体の長（知事）の評価

　平成２７年度から本格的に県の精神科救急医療体制の２４時間化
に対応し、精神科救急受診相談センターの業務の一部を担うととも
に、常時対応型病院としての体制を構築し、センターで救急医療が
必要と判断した患者を受け入れている。
　期間中の受入患者数は、２期間平均の７１．０人/年を１３．
７％上回る８０．７/年となった。

　児童思春期症例の患者に対する通院治療の充実を図るため、児童
思春期精神科専門管理加算の算定を平成２８年７月から開始した。
前期間平均（平成２８年度を除く）と比べて２９．２％増加した。
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エ　重度・慢性入院患者への医療

オ　重症通院患者への医療

中期目標

　集中的な救急・急性期治療によっても早期の退
院が困難な重症患者や長期在院重症患者に、さら
に高度な薬物治療等や多職種治療チームによる治
療体制を強化し、退院と社会復帰を目指す。

中期計画

　措置入院や指定入院などから退院し、地域で生
活する重症患者に対して、関係機関と連携し、多
職種治療チームによるデイケアなどの通院治療や
訪問看護ステーションなどによる包括的な医療を
提供し、地域社会への適応を促進する。

―　21　―



・

・

・

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　山梨県の人口１０万人当たりのクロザピン（クロザリル）使用割
合は全国５位であり、本県では人口比で多くの患者が治療を受けて
いる。当院では、そのうち約７割の患者の治療を継続して行ってお
り、本県の治療抵抗性統合失調症の治療に大きく貢献している。ま
た、長期患者退院推進会議を毎月開催し、重症患者に対する退院と
社会復帰を計画的に進めた。

設立団体の長（知事）の評価

　１年以上入院を継続し、精神症状が重く、自傷他害のリスク、社
会適応能力の重大な問題等のため退院が困難な重度・慢性入院患者
に対し、症例に応じてクロザピンやｍ－ＥＣＴなどを行うととも
に、院内多職種（必要時、地域関係者を含む）による治療体制を構
築して治療に当たっている。

　医療の中断、自傷・他害行為等のリスクが高く、入退院を繰り返
してきた重症通院患者に対し、多職種治療チーム（ＭＤＴ）による
適切な医療の提供や地域での生活を支援するため、平成２８年４月
に重症通院患者支援推進会議を設置し、病状の経過観察、治療方針
検討のサポート等を行っている。
　また、当該推進会議はＭＤＴと重症通院患者に治療を継続するに
当たっての問題点、必要な支援の枠組みについての情報共有を図る
とともに、対象患者の症状の変化、生活環境の変化等について随時
把握に努めている。
　期間中、当該推進会議への登録患者５９人に対し、訪問を２３人
に対し３９７回、デイケアを１０人に対し３３２回を実施し、患者
の特性に合わせた医療の提供を行うことで病状の安定、地域での生
活活動の拡大に繋げている。
　なお、平成２８年７月に発生した津久井やまゆり園での殺傷事件
を受け、措置入院の全患者に対して、措置解除の決定等を行う場合
には、当該推進会議において協議を行っている。
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 カ　依存症患者への医療

 キ　認知症患者への医療

中期目標 中期計画

　専門的な治療を行うとともに関係機関との連携
を強化しながら、依存対象に応じた医療を提供す
る体制を強化し、社会復帰の促進を図る。

　認知症疾患医療センターとして、病態に応じた
治療、相談への対応及び地域の医療機関への紹介
等を行うとともに、山梨県及び関係機関と連携す
ることにより患者が地域において継続して生活で
きるための支援を行う。
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・

・

・

平成３１年３月に、山梨県から「アルコール健康障害に係る専門医
療機関」、令和２年３月に「依存症治療拠点機関（アルコール健康
障害）」として選定されたことから、依存対象に応じた医療を提供
するとともに、社会復帰を支援している。

　認知症疾患医療センターでは、認知症疾患に関する診断と処遇に
ついての相談を行うため、臨床心理士、精神保健福祉士、看護師に
よる専門医療相談窓口を設け、患者本人、その家族、保健所・福祉
関係者等からの電話または対面での相談を行っている。
　期間中の相談件数は、患者本人から８１１件、保健所・福祉関係
者等から９０２件、計１，７１３件の相談があり、２期平均２３
２．４件/年を２２．８％上回る２８５．５人/年となった。

　アルコール相談員による自助グループへの導入促進及びピアカウ
ンセリングを開始し、期間中、アルコール依存症専門プログラムへ
は延べ１，１６５人が参加した。また、ゲーム依存症患者専門のプ
ログラムへは延べ３４１人が参加した。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　地域社会への適応を促進するため、平成３１年４月に訪問看護ス
テーションを開設し、退院後に地域で生活する重症通院患者を継続
的に支援している。期間中の訪問実績は９，１０１件、平均は３，
０３４件/年であった。

設立団体の長（知事）の評価
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県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１　医療の提供

(2)質の高い医療の提供

(2)質の高い医療の提供 (2)質の高い医療の提供

 ①　医療の標準化と最適な医療の提供

　基幹病院としての役割を果たすため、医療技術の進歩
等に伴う県民の医療に対するニーズの多様化に適切に対
応するとともに、診療実績の検証等によるより良い医療
の提供に努めること。
　また、病院施設、医療機器等の整備はＩＣＴ等様々な
技術の進展を踏まえながら、初期投資に維持費などを加
えたライフサイクルコストや地域の医療需要を考慮しつ
つ計画的に行い、質の高い医療を提供すること。

　治療内容と治療計画を明確に示すことで患者の不
安を解消するとともに、治療手順の標準化、在院日
数の適正化など、最適な医療を提供するため、クリ
ニカルパスの活用を推進する。
　また、県立中央病院においては、診断群分類包括

評価
＊用語17

（ＤＰＣ）の医療機関別係数の上昇を目指
し、ＤＰＣなどから得られる詳細な診療情報を、診
療科や疾患別のデータ分析、クリニカルパスの見直
しに活用する。

　山梨県の基幹病院として、県民の医療に対するニーズ
に適切に対応し、より良い医療を提供するため、次の取
組を行う。
　県立中央病院においては、公益財団法人日本医療機能
評価機構の病院機能評価の更新に向けた取組を進めると
ともに、一般社団法人日本病院会の臨床指標プロジェク
トに参加する。
　県立北病院においては、公益社団法人全国自治体病院
協議会の医療の質の評価・公表等推進事業に参加する。

中期目標 中期計画
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(2)質の高い医療の提供 (2)質の高い医療の提供

【特記事項】
・

・

・

・

設立団体の長（知事）の評価

評価 S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

Ｓ

　ＤＰＣから得られる情報に基づき、当院と他のＤＰＣ参加病院の
診療内容を比較し、各種医療資源（処置、検査、投薬、手術等）の
投下状況を分析している。また、このＤＰＣの分析データを活用し
てクリニカルパスの新設や見直しを随時行った。クリニカルパスの
見直・新設件数は、令和２年度の４６４件から、令和４年度は４８
４件に増加するとともに、平均在日数の短縮化も図られた。

【実績に対する分析、自己評価理由】
　ＤＰＣ機能評価係数Ⅱが上昇し上位
に位置していること、ＤＰＣ分析デー
タの活用等によりクリニカルパスを活
用・推進するなど、無駄のない患者志
向の標準化した医療の提供に取り組む
とともに、看護師採用試験の複数回実
施、中途採用などにより看護師を確保
し、質の高い看護の提供が図られてい
ることは評価する。

　医療従事者の育成、確保及び定着では、専門的な技術を有する専
門医を多く採用し、それらの医師の卓越した技術により、高度で質
の高い医療を提供するとともに、若手医師の育成にも取り組んだ。
　良好な療養環境の確保としては、看護師確保対策を強化すると同
時に、離職防止対策も推進し、急性期一般入院料（旧７対１看護体
制）の継続に努めた。
　医療の標準化と最適な医療の提供では、ＤＰＣから得られる情報
に基づき、当院と他のＤＰＣ参加病院の診療内容を比較分析し、分
析データを活用してクリニカルパスの新設や見直しを随時行った。
　高度医療機器の計画的な更新・整備では、ＭＲＩやＣＴなど計画
的に整備した。
　以上のとおり、県民に信頼される質の高い医療の提供に向けて、
中期計画を上回る取り組みを実施した。

【実績】

評　価

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　バリアンス（パスから外れる）率は低水準で推移しており、精度
の高いパスの作成が図られた。

　ＤＰＣ医療機関群は、Ⅰ群、Ⅱ群、Ⅲ群に分類して評価され、Ⅰ
群は大学病院本院と特定機能病院、Ⅱ群は大学病院本院に準じた診
療機能を有する病院、Ⅲ群はその他の急性期の病院となっている。
Ⅱ群病院となるためには、高度な医療技術の実施などの選定要件を
クリアする必要があり、当院は平成２６年度にⅡ群に昇格した。各
群内の係数（順位）は、平均在院日数や難易度の高い手術の実施、
救急医療の提供などを評価する機能評価係数Ⅱにより決定される。
　中央病院では、病院会議や各種研修会において、医師、看護師、
コメディカル、事務を含む病院全体で適正医療や適正請求に取り組
み、令和５年度の機能評価係数Ⅱのランキングにおいて、特定病院
群１６８２病院中５３位の診療機能を有する病院と評価された。
　なお、近県の病院としては、聖隷浜松病院７４位、国保旭中央病
院１０２位、佐久医療センター１０３位、静岡県立総合病院６４
位、聖路加国際病院１１７位、亀田総合病院１４２位、虎の門病院
７３位などがある。
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 ②　質の高い看護の提供

中期計画中期目標

　患者の症状に応じたきめ細やかで質の高い看護を
提供し、患者にとって良好な療養環境を確保する。
　また、正規看護師及び新卒看護師の離職率を全国
平均以下とするため、ヘルシーワークプレイス（健
康で安全な職場）などを推進し、看護師の確保、育
成及び定着に取り組む。
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・

・

・

・

・

設立団体の長（知事）の評価

　全病棟に導入したタブレット端末を利用して、看護技術について
はナーシングメソット、総合的な学習については学研ナーシングに
より、コロナ禍においても、いつでもどこでも効率的に臨床経験の
少ない新卒採用看護師の技術研修を実施している。

　看護師採用試験の複数回実施、正規職員の中途採用などにより、
期間中、２１０人の正規職員を採用し、看護師の総数は令和４年度
時点で６８３人となっている。また、看護師の負担軽減、時間内就
業の実現、パートナーシップ・ナーシング・システムの導入、夜勤
専従看護職員の配置などの取り組みにより、急性期一般入院料（旧
７対１看護体制）の継続に努めた。このような取り組みにより、正
規看護師、新卒看護師ともに離職率が全国平均を下回ることができ
た。

　看護師の確保及び定着を図るため、他県の貸付制度を参考に、看
護職員就職支度金貸与制度を導入し、期間中合計で２２人に対し
て、４，５２２千円を貸与した。

　看護者の能力(看護の核となる実践能力､自己教育研究能力､組織
的役割遂行能力)を､ラダー(梯子)のように設定し､看護師の専門的
な能力の発達や開発､看護実践能力に加えて､看護管理者やスペシャ
リストなどキャリアを段階的に発展させるキャリアラダーによる
キャリアアップ支援に取り組んでいる。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　内視鏡下手術は、低侵襲に手術を施行でき、入院期間を短縮でき
ること、また整容性に優れているなどのメリットがあるため、積極
的に実施している。手術件数は、令和２年度の１，０４２件から、
令和４年度には１，２６９件に増加し、２期平均８４７件/年を４
０．５％上回る１，１９０件/年となった。
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 ③　病院施設の修繕、医療機器等の整備

中期計画

　病院施設の改築、修繕及び各種医療機器の更新・
整備を計画的に行い、地域の医療需要を踏まえた質
の高い医療の提供に努める。
　また、病院施設、医療機器等の整備に当たって
は、整備の効果、時期、費用及び技術革新などを考
慮して行う。

中期目標

―　29　―



・

・ 　病院施設の機能維持のための修繕は年間２万件以上であり、修繕
が必要な際は、診療に影響がないよう迅速に対応している。

業務実績及び県立病院機構の自己評価 設立団体の長（知事）の評価

　中央病院では、第３期中期計画に基づき、各種高度医療機器を計
画的に更新・整備するとともに、適切な維持管理を行った。期間中
の固定資産取得実績は２，５３５百万円となった。
　医療機器等の整備にあたって、従前、過去の同等品の値引率を参

考に購入していたが、令和２年度からベンチマーク
＊用語18

を導入
し、他院の購入価を参考に価格交渉を行い、安価に購入している。
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県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１　医療の提供

(3)県民に信頼される医療の提供

(3)県民に信頼される医療の提供 (3)県民に信頼される医療の提供

 ①　医療安全・感染症対策の推進
 ア　リスクマネージャーの活用

　医療の専門化・高度化が進む中で、医療安全・感
染症対策を徹底するとともに、患者・家族の理解を
得るために、疾病や診療に関する十分な説明を行う
など、県民に信頼される医療の提供に努める。

　県民及び患者の視点に立ち、県民の健康と生命を守る
本県の基幹病院として、信頼される医療を提供するこ
と。
　特に、患者の権利に最大限配慮し、患者サービスの向
上に努めるとともに、医療安全・院内感染対策、医療倫
理の確立及び医薬品の適正管理に努めること。

　専従のリスクマネージャーを配置した医療安全
管理室の機能を活かして、医療安全に関する情報
の収集や分析を行うとともに、各部門のリスク管
理責任者への研修など医療安全教育を徹底する。

中期目標 中期計画
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(3)県民に信頼される医療の提供 (3)県民に信頼される医療の提供

【特記事項】

・

・

・

・

　医療安全対策の推進については、平成２９年６月に異型輸血事故
が発生したが、再発防止に向け、週１回の医療安全管理対策委員会
の開催、月１回の医療安全委員会等の開催、週１回程度の医療安全
現場指導を実施し、再発防止策に全力で取り組んだ。
　患者・家族との信頼・協力関係の構築では、中央病院の患者支援
センターにおいて、患者相談の受け付けや、退院調整のための巡回
相談を担当看護師と連携して行うなど、患者や家族に対して安心で
きるサポートを実施した。なお、退院支援件数は、２期平均を大幅
に上回った。
　医薬品の安心、安全な提供については、全１７病棟へ薬剤師を配
置し、病棟薬剤業務の拡充を図るとともに、患者が納得して服薬で

きるように服薬指導を実施した。また、病棟薬剤師
＊用語19

が行った
持参薬の鑑別件数は、２期平均を大幅に上回った。
　患者サービスの向上では、外来患者の待ち時間の短縮等を図るた
めの取り組みや、入退院センターの個室面談室の拡充など様々な
サービス向上策を行った。
　県民の信頼を損なう異型輸血事故、薬剤紛失事案が発生したが、
それらの再発防止策に粛々と取り組むとともに、退院支援や服薬指
導、患者サービスの充実など県民に信頼される医療を提供するな
ど、中期計画を着実に実施した。

　中央病院では、医療安全管理室において、週１回の医療安全管理
対策委員会の開催、月１回の医療安全委員会等の開催、週１回程度
の医療安全現場指導を実施した。

設立団体の長（知事）の評価

評価 A
中期目標及び中期計画の実施
状況が優れている。

　第２期中期計画期間中の薬剤紛失事
案等を真摯に受け止め、あらゆる観点
から再発防止対策に取り組むととも
に、医療安全と感染症対策を徹底し、
患者ならびに家族との相互理解を深め
た関係構築に努め、退院支援や服薬指
導回数の増加、会計待ち時間の大幅な
短縮など、県民に信頼される医療の提
供に努めていることは評価に値する。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

評　価

【実績】

Ａ

（北病院）　・医療安全の報告する文化を根付かせるため、
              インシデントに関わった職員の積極的なレポート
　　　　　　  提出を周知
　　　　　　・適切なカルテ記載ができるようガイドラインを作成
 　　　　　　 し、多職種での記録監査を実施

　新型コロナウイルスの影響下においても、全職員が必ず年に２回
医療安全研修会へ参加できるようe-learningによる研修を併用した。

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が優れている。

【実績に対する分析、自己評価理由】

　中央病院では、全部署のラウンドに加え、平成２９年度に発生し
た異型輸血医療事故及び薬剤紛失事案を受け、再発防止対策の実践
状況確認・評価を適宜行っている。また、１Ｃの初療にリリーフに
出る看護師、救急外来看護師及び研修医を中心に２～３か月に１
回、救命救急医師と共にシミュレーション研修を実施した。

　医療安全管理対策委員会などで、インシデントレベルの高いレ
ポート、レベルが高くなる可能性のあるレポート、連続して起きて
いるインシデント等を検討・分析し、対応している。
【主な実施内容】
（中央病院) ・患者誤認防止のための
              入院時・救急外来診療時ネームバンド装着
            ・患者確認時、フルネームと生年月日の２つの情報で
              確認
　　　　　　・医療事故該当性チェックシート、ＣＴ/ＭＲＩ読影
              チェック、病理検査未確認状況の確認
　　　　　　・院内迅速対応システムＲＳＳ
              (Ｒapid Ｒesponse Ｓystem）の実施
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 イ　院内感染への対策

 ウ　情報の共有化

 エ　医療事故発生時の対応

中期目標 中期計画

　チーム医療を推進する中で、より確かな医療安
全対策を講じるため、医療従事者間における医療
関係情報の共有化を図る。

　院内に設置された感染症対策の部門及び委員会
が連携して院内感染の防止に取り組むとともに、
職員の感染防止対策のため、ワクチンの接種等を
行う。

　医療事故発生時には、事故調査委員会を設置
し、速やかに関係法令及び医療安全対策マニュア
ルに基づいた適切な対応を行う。
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・

・

【新型コロナウイルス感染症】
・

・

・

・

・

・

　ジェネラルセーフティーマネージャーが、インシデントレポート
を集計・分析し、医療安全委員会、病院会議、院内連絡会議等へ報
告し、必要に応じ院内インフォメーションで周知した。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　令和２年５月から面会基準を見直し、主治医の許可があり体調に
問題がない人に制限した。また、令和２年１１月から面会は原則禁
止とし、主治医の許可があり体調に問題がない人であっても１日１
人１０分以内とした。また、患者・家族の不安軽減のためオンライ
ン面会を導入したところ、期間中、１，０８２回（１，７５４人）
の利用があった。

設立団体の長（知事）の評価

　入院患者を含む来院者全員のマスク着用を義務化するとともに、
令和２年４月から入院予定患者の入院前ＰＣＲ検査を実施し、緊急
入院の患者については、ＰＣＲ検査の結果が判明するまでは必ず個
室に入院させることとした。期間中の検査数は、２２，９５３件で
あった。

　異型輸血医療事故の再発防止策として、輸血に関する聴講（セー
フティー・プラス）を開催し、輸血に関する知識、管理方法の周知
を図った。

　院内感染防止のため、来院者の体温測定、手指消毒液の設置、待
合席の整理、アクリル板の設置及び施設外診療用のプレハブ等必要
な環境整備を行っている。また、食事中の三密対策のため、職員及
び委託事業者を対象に昼食会場として、多目的ホール、看護研修
室、２階カンファレンス室を開放している。

　平成２９年６月２９日に発生した輸血医療事故について、県立中
央病院輸血医療事故調査委員会からの提言を受け、再発防止策をと
りまとめホームページで公表している。

　中央病院では、インフルエンザが院内に勤務する職員に蔓延した
際、病院運営に影響が生じることから、委託事務員を含む院内の全
職員を対象とした予防接種を実施している。なお、費用について
は、職員が自ら院内感染源となることを防ぐ観点などから、病院職
員については、全額を病院負担、委託業者の職員については、一般
の半額程度で実施している。

　中央病院では、職員の感染防止対策として、新規採用者に対して
C型肝炎とウイルス４抗体検査及び結核感染診断のためのQTF検査と
抗体価不明者に対して抗体検査を行った。北病院では、新規採用者
等に対しB型肝炎とウイルス４抗体検査及び結核感染診断を実施し
た。
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 ②　医療倫理の確立

 ③　患者・家族との信頼・協力関係の構築

 ④　医薬品の安心、安全な提供

　患者の権利を尊重する医療倫理を確立するため、
新たな高度医療の導入に当たっては、倫理委員会で
審査を行う。
　また、倫理的な課題を共有し、医療倫理に対する
意識を向上するため、職員を対象とした倫理研修会
を実施する。

中期計画

　医薬品の処方、投薬の安全性等の確保や適正管理
に努めるとともに、患者の持参薬管理、服薬指導を
更に推進し、薬剤管理指導回数の増加に努める。
　県立中央病院においては、薬剤師を含めた専門性
を活かしたチーム医療の推進に努める。また、退院
後も適切な薬物療法が継続できるよう、患者への説
明・指導に努める。

　疾病の特性・医療行為の内容と効果及び副作用・
リスクに関する十分な説明と同意に基づき、最適な
医療を提供する。
　また、医療行為等に関し、患者との見解の相違な
どが生じた場合には、担当医師等を中心として、真
摯にかつ適切な対応を図る。

中期目標
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・

・

・

・

・

・

　倫理委員会で、院内で行われる医療行為及び医学の研究に関し、
倫理的、社会的観点から期間中に９２件（中央病院４３件、北病院
４９件）の審査を行った。

　中央病院の患者支援センターにおいて、患者相談の受け付けや、
退院調整のための巡回相談を担当看護師と連携して行うなど、患者
や家族に対して安心できるサポートを行っている。
　退院支援件数は、令和２年度の３，２９２件から、令和４年度は
４，５７３人に増加し、２期平均１，９０１人/年を１１０．４％
上回る３，９９９人/年となった。

　薬剤師が、患者とのコミュニケーションを図りながら、処方薬の
薬効や服薬方法等についてわかりやすく説明し、患者が納得して服
薬できるように服薬指導を実施した。指導回数は、令和２年度の
９，４４７件から、令和４年度には１２，２２４件に増加し、２期
平均６，１２９人/年を５４．１％上回る９，４４７人/年となっ
た。

　倫理に関する研修会として、令和３年度は、山梨大学大学院の教
授を招いて「身寄りのない人、意思決定ができない人の医療に関す
る倫理」、令和４年度は、順天堂大学大学院の教授を招いて「健康
格差の社会的決定要因（SDH）-医療者・医療機関の果たせる役割-
」をテーマに研修会を開催した。

設立団体の長（知事）の評価

　中央病院では、最適な医療を提供するため、インフォームド・コ
ンセントに関する基準、ガイドラインを策定し、適切に実施してい
る。また、医師と患者との間に見解の相違などが生じた場合には、
接遇の研修を受講した職員が、病院側と患者側の間に立ち、円満な
解決に向かうよう対応している。

　中央病院では、病棟薬剤師の配置などにより、薬剤業務の充実を
図るため、令和２年度から全１７病棟に専任の薬剤師を配してお
り、薬剤師の数は令和４年度時点で４４名である。
　また、病棟薬剤師が行った持参薬の鑑別件数は、令和２年度の６
０,２７８件から、令和４年度は２０.１％増の７２，４１１件に増
加し、２期平均５０，７４６人/年を３０．９％上回る６６，４０
０人/年となった。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　平成３１年１月から、患者さんやその家族が医療及び福祉に関す
る相談を安心して行うことができ、その相談に対する適切なサポー
トを行うため、患者相談窓口を１階ロビーに開設している。
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 ⑤　患者サービスの向上

中期目標 中期計画

　外来患者の待ち時間や患者の満足度の調査を毎年
定期的に実施し、実態の把握に努めるとともに、診
療の予約や受付から精算までを円滑に行う体制の整
備、職員への接遇研修などにより、患者サービスの
向上に努める。
　また常設している意見箱に寄せられる患者からの
意見・苦情に対し、速やかに改善に取り組む。
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・

・

・

・

・

・

・

・

　患者サービスの向上を図るため、外来患者及び入院患者を対象と
した患者満足度調査を実施し、院内での改善に務めた。

設立団体の長（知事）の評価

　期間中の「患者さんの声」は４１０件で、うち感謝が８４件、改
善・要望が１８７件、苦情が１３９件であった。寄せられた意見の
うち、「患者さんの声」の投書箱の設置場所については、いただい
た声を踏まえ、分かりやすい場所に変更した。

　患者さんの会計待ち時間解消のため、令和３年５月から外来会計
窓口の直営化を行った結果、会計平均待ち時間は、令和２年度の２
２．８分から、令和４年度は８．２分となり、２期平均２５．４分
を４４．５％下回る１４．１分と大幅に改善された。

　平成２９年７月に中央病院で発生した薬剤紛失事案について、県
に提出した改善計画を継続して実行することにより、薬剤管理の一
層の強化と再発防止に取り組んでいる。また、令和２年度から、薬
剤部の出入口は原則常時施錠とし、開錠はインターホンにて、薬剤
師が行うこととした。
（主な改善策）
　第３種向精神薬の管理方法の強化（施錠管理）、すべての向精神
薬について購入量・処方数量・在庫数量を月毎に照合、監視カメラ
設置、インターホン増設、ドアアラーム装置設置、各種マニュアル
の改訂、職員に対する研修会の実施（棚卸、防犯対策）、パスボッ
クスの設置

　北病院においては、全ての向精神薬を鍵の掛かる引き出しや
シャッター式の薬品棚への保管（施錠管理）、監視カメラの設置に
より薬剤管理の強化を継続して行っている。

　来院時の患者サービスの向上を目的として、看護師、事務職員が
総合案内に立ち、医療相談や患者への診察案内を行っている。ま
た、令和４年４月からは、外来サービス担当を新設し、看護師長経
験者４名により、これまで以上にきめ細やかな医療相談や患者への
診察案内を行う体制を整備している。

　電話予約センターへの繋がり難さを解消するため、令和３年５月
から担当職員を１名増員し、７名体制とした。

　平成３１年１月から、患者さんやその家族が医療及び福祉に関す
る相談を安心して行うことができ、その相談に対する適切なサポー
トを行うため、患者相談窓口を１階ロビーに開設している。また、
入退院センターにおいて、令和元年度より全診療科を対象に入院な
どの説明をワンストップで行っている。

業務実績及び県立病院機構の自己評価
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 ⑥　診療情報の適切な管理

中期目標 中期計画

　電子カルテに係る運用規程の遵守など患者の診療
情報を厳格に管理するとともに、関係法令・指針に
基づき、患者・家族に対する診療情報の開示を速や
かに実施する。
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・

・

・

・

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　令和４年８月に全ての男性用個室トイレに、尿もれパッド使用者
のためのサニタリーボックスを設置した。

　電子版かかりつけ連携手帳に対応するため、処方・注射等の診療
情報等をQRコードにより提供できるよう電子カルテを改修し、令和
３年１０月から運用している。

　カルテの記載方法について、中央病院では診療録委員会、北病院
では医療情報システム管理委員会が中心となって適切な記載方法を
院内に周知した。また、カルテ開示については、運用規程等に基づ
き実施し、中央病院では１９２件、北病院では５８件、合計２５０
件となった。

　紙カルテは、電気錠により入室が制限されているカルテ庫内のう
ち、さらに施錠管理している部屋に保管している。紙カルテ貸し出
しの際は、診療情報管理担当が所在管理を行うとともに、電子カル
テの閲覧については、診療記録管理要綱に基づき適切に運用した。

設立団体の長（知事）の評価
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県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

２　医療に関する調査及び研究

２　医療に関する調査及び研究 ２　医療に関する調査及び研究

(1)新薬開発等への貢献

　県立病院機構で提供する医療の質の向上、県内の医療
水準の向上、県民の健康の確保及び増進、また、新たな
医療技術への貢献のため、関係法令・指針等を遵守しつ
つ、調査及び研究に取り組むこと。

中期目標 中期計画

　関係法令・指針等の順守に努めつつ、県立病院機
構の有する医療資源を活用した調査及び研究を進
め、その成果を国内外に積極的に情報発信する。

　新薬の開発等に貢献するため、治療の効果や安全
性を確認するための治験を積極的に実施するととも
に、治験に関する情報をホームページ等で公開す
る。
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２　医療に関する調査及び研究 ２　医療に関する調査及び研究

【特記事項】
・

・

・　中央病院では、臨床試験管理センターにおいて、治験に関する事
務を一元的に処理するとともに、関係機関、関連部署との調整、連
携強化を図った。

評価

【実績】

　新薬開発の貢献としては、中央病院では、治験（新規３０件、継
続１００件）、臨床研究（新規１５８件、継続１９８件）、製造販
売後調査（新規５２件、継続２１４件）、北病院では、精神科分野
の臨床研究（新規４５件、継続５６件）、製造販売後調査（新規３
件、継続１１件）を実施した。また、各種調査研究の推進では、新
型コロナウイルス感染症の研究成果について英語論文により世界に
発信するなど、当機構が有する医療資源を最大限に活用し、中期計
画を上回る取り組みを実施した。

　病院機構の有する医療資源を活用
し、治験、臨床研究、製造販売後調査
や医療の質の向上に向けた他機関との
共同研究等を積極的に実施し、その成
果を国内外に発信するなど成果を挙げ
ていることは評価する。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

評　価 S

設立団体の長（知事）の評価

S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

【実績に対する分析、自己評価理由】

　機構の有する医療資源を活用した調査及び研究を進め、その成果
を積極的に情報発信した。中央病院では、期間中に治験（新規３０
件）、臨床研究（新規１５８件）、製造販売後調査（新規５２
件）、北病院では、精神科分野の臨床研究（新規４５件）、製造販
売後調査（新規３件）を実施した。また、両院において、治験審査
委員会議事録、治験に関する手順書等の情報をホームページで公開
した。
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(2)各種調査研究の推進
　医療技術の向上に貢献するため、豊富な臨床事例
をもとに、各種調査研究を県立大学等と連携し、積
極的に推進する。

中期計画中期目標
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・

・

　

・

・

　看護の質の向上を目指して、平成２６年度から県立大学と共同研
究を行っている。期間中、中央病院では、４３の研究テーマに取り
組み、院内学術集会で発表した。

　新型コロナウイルス感染症の研究成果については、英語論文によ
り世界に発信している。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　図書室において、医師・看護師等の調査・研究に必要な資料・情
報等を提供し、論文・講演会等の資料作成を支援している。期間
中、中央病院では英文論文２２７本、邦文論文１３７本、北病院で
は英文論文１４本、邦文論文２４本がそれぞれ発表された。また、
図書室は県立大学をはじめ、近隣医療機関等に開放している。

設立団体の長（知事）の評価

　北病院では、日本精神科看護専門学術集会などの学会で、研究の
取り組みを発表した。また山梨県看護学会においては、うつ病患者
の看護に関する研究発表に対し看護奨励賞を受賞した。
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県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

３　医療に関する技術者の育成、確保及び定着

３　医療に関する技術者の育成、確保及び定着 ３　医療に関する技術者の育成、確保及び定着

(1)医療従事者の研修の充実
 (1)医療従事者の研修の充実  ①　初期臨床研修プログラムの充実

 ②　後期研修（専攻医）プログラムの充実

 ③　医師の資格取得の支援

 ④　認定看護師等の資格取得の促進

 ⑤　研修会の開催及び支援
　院内研修会の開催をはじめ、先進的な知識や技術
を修得できる研修・研究会への医療従事者の派遣な
どを行い、質の高い医療の提供に努める。

　質の高い医療を安定して提供するため、医師、看護師
等（以下「医療従事者」という。）の育成、確保及び定
着を図ること。

　質の高い医療を提供するため、医師、看護師等(以
下「医療従事者」という。）の育成、確保及び定着
を図るとともに研修の充実に努める。

中期計画中期目標

　資格を取得しやすい環境を整え、認定看護師等の
資格取得、高度かつ専門的な知識及び技能が特に必
要とされる行為（特定行為）に係る研修等の受講を
支援する。

　より専門性の高い医療従事者を育成するため、医
療従事者の知識の取得・技術の向上を計画的に進
め、また、医療従事者により魅力ある病院となるよ
う研修の一層の充実に努めること。

　指導医のもと医師としての見識を磨き、将来専門
とする分野に限らず、日常診療で頻繁に接する疾患
に適切に対応できる医師を育成するため、研修プロ
グラムの充実に取り組む。

　各専門領域における十分な知識・経験を有しなが
ら、標準的な医療も提供できる医師を育成するた
め、研修プログラムの充実に取り組む。

　医師の専門性の向上を図り、より専門性の高い医
療を提供するため、認定医等の資格取得を支援す
る。
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(1)医療従事者の研修の充実 (1)医療従事者の研修の充実

【特記事項】
・

・

・

・

・

・

・

・

・

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

　医療従事者の専門性の向上を図るため、国内外の先進病院等への
医師の派遣や認定看護師等の取得支援を行った。令和４年度は、医
師の判断を待たず、手順書により一定の診療の補助を行う看護師の
特定行為研修を実施しており、中央病院看護師７名が修了した。ま
た、国内外の各種学会に積極的に参画を促進するとともに、院内学
術集会・院内医療従事者研修会、総合キャンサーボード等を実施す
るなど、中期計画を上回る取り組みを実施した。

【実績に対する分析、自己評価理由】

【実績】

評価

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　質の高い医療を安定して提供するた
め、初期・後期臨床研修プログラムの
充実や医師、看護師等の資格取得支
援、各種研修に積極的に取り組んでい
ることは評価する。
　看護師の特定行為研修を実施し、７
名が修了したことは評価する。

S S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

設立団体の長（知事）の評価

　令和４年度には、当院で初となる低侵襲心臓手術（MICS）の手術
指導のため、千葉西総合病院から副院長を招聘し、通常の僧帽弁
MICS手術に関しては外部からの手術指導なく当院スタッフで施行可
能な体制を整えた。

　院内外の医療従事者を対象にしたキャンサーボードを開催し、が
ん医療の質の向上に努めた。領域別のキャンサーボードを開催する
だけでなく、包括的に最適な医療を検討する場として、総合キャン
サーボードを開催しており、期間中、２１回開催した。

　コロナ禍にも拘わらず、Zoom等を用いて国内外の各種学会に積極
的に参加するとともに、院内学術集会・院内医療従事者研修会を実
施した。

　中央病院では、将来的な医師の県内定着を見据えて、積極的に若
手医師（研修医・専攻医）を採用している。採用数は、令和２年度
の７０人から、令和４年度の８６人に増加した。

　認定看護師資格取得のため、資格を取得しやすい環境を整え計画
的に人材育成を行った。

評　価

　令和４年度から医師の判断を待たず、手順書により一定の診療
の補助を行う看護師の特定行為研修を実施し、中央病院看護師７
名が修了した。

　中央病院では、初期臨床研修プログラムとして、総合研修プログ
ラム、小児科重点プログラム、産婦人科重点プログラムの３つのプ
ログラムを設けている。また、臨床研修の指導は各科ともにマン
ツーマンで行われ、指導医、後期研修医、上級臨床研修医による手
厚い指導、すなわち重層屋根瓦方式が確立しており、初動の対応を
研修医が安全に行えるシステムを構築している。

　平成３０年度より新専門医制度が開始され、中央病院では、内
科、外科、救急科、総合診療科、整形外科、小児科の専門研修基幹
施設として専門研修プログラムを作成している。その他の科では連
携施設として、他施設の専門研修プログラムに積極的に協力してお
り、専攻医の専門医資格取得を人的及び物的に支援している。
　また、令和６年度から、産婦人科の基幹施設として専門研修プロ
グラムの開始も目指している。
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県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

３　医療に関する技術者の育成、確保及び定着

 (2)職場環境の整備 (2)職場環境の整備
 ①　働きやすい職場環境の整備

 ②　医療従事者の業務負担の軽減

中期目標 中期計画

　医療従事者が安心して働き続けることのできる、仕事
と生活の調和の取れた職場環境を整備するため、医療従
事者の適正配置、勤務形態の見直し及び業務の他職種移
管など労働時間の短縮に向けた検討を行い、必要な措置
を講じること。

　県立中央病院においては、医師事務補助体制及び
看護職員夜間配置の充実に取り組み、医師事務作業
補助者及び看護配置の見直し等を行い、医療従事者
の業務負担の軽減を図る。

　診療科、各部門における医療従事者の勤務状況を
把握するとともに、医療従事者が安心して働くこと
ができるよう、仕事と生活の調和のとれた職場環境
の整備に努める。
　時間外労働に対する規制及び年次有給休暇の取得
義務化等の労働基準法の改正を踏まえ、医療従事者
の労働時間の短縮及び年次有給休暇を取得しやすい
勤務環境の整備を行う。
　特に、医師については、令和６年４月から適用さ
れる時間外労働に対する規制の適用に向け、労働時
間管理の適正化や労働時間の短縮に取り組む。
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(2)職場環境の整備 (2)職場環境の整備

【特記事項】
・

・

・

・

・

・

評　価 S

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　医療従事者の確保と定着を図るため、医療事務補助職員を積極的
に採用し、医師事務作業補助者体制加算１（１５対１）を取得し
た。また、夏季休暇の取得可能な期間を５月～１１月とするととも
に、半日単位での年休取得制度の運用を開始した。併せて、男性職
員の育児参加休暇に係る対象期間を、当該出産の日以後「８週間を
経過する日まで」を「１年を経過する日まで」に延長した。
　看護職をはじめとする医療職員の出産や育児に伴う離職防止、ま
た育児休業取得後の職場への円滑な復帰を図るため、託児所を開設
している。
　医師の時間外労働に対する規制の適用に向け、所属長又は院長の
ヒアリングを行い、科単位で業務量を平準化するなどの改善に努め
た。

S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

　期間中、医師事務作業補助者採用試験を３０回実施し５２名を採
用した。また、３年以上の勤務経験がある補助者が５割以上となっ
たことから、令和５年３月から医師事務作業補助体制加算２（１５
対１）から、加算１（１５対１）へ変更した。

　令和４年４月から会計年度任用職員の「分べん休暇」（特別休
暇）を有給休暇とするとともに、新たに「配偶者出産休暇」と「男
性職員の育児参加休暇」を新設した。併せて、医療事務補助職員の
給料表の上限を引き上げた。

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

　診療科および部門のそれぞれの職種
の勤務状況を適切に把握し、計画期間
を通して医師事務作業補助者などの増
員や勤務体制・待遇の改善を推進し、
働きやすい職場づくりが図られている
ことは評価する。
　職員満足度調査において職員の評価
が上昇するよう更なる取り組みを期待
する。

　看護職をはじめとするシフト制で業務に従事する医療職員の出産
や育児に伴う離職防止、また育児休業取得後の職場への円滑な復帰
を図るため、託児所を開設している。また、当該職員の子どもが病
気の急性期または回復期にある場合に、職員が安心して職務に専念
できるよう、病児・病後児保育所を開設している。

【実績】

設立団体の長（知事）の評価

評価

　働きやすい職場環境づくりに取り組むため、中央病院及び北病院
の看護師を対象とした、満足度調査を実施した。

　医師の長時間勤務緩和のため、宿直時間の一部または全部を勤務
時間とする変形労働時間制の導入に向けて、令和４年９月から二次
救急当番日の一部において、試行を開始している。

【実績に対する分析、自己評価理由】
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４　医療に関する地域への支援

４　医療に関する地域への支援 ４　医療に関する地域への支援
　

(1)地域医療機関等との協力体制の強化 (1)地域医療機関等との協力体制の強化

中期目標 中期計画

　地域医療機関との連携強化及び機能分担を図る中
で、県立病院機構の機能を活かし、医療に関する地
域への支援を行う。
　また、山梨県の指導のもと、医療従事者の確保及
び定着に寄与するための取組を進める。

　本県の基幹病院として、他の医療機関と密接な連携を
通じて、県民に良質な医療を提供するとともに、地域か
ら信頼され、必要とされる病院となるよう努めること。
　特に、地域の医療従事者の確保・養成に貢献するこ
と。

　地域医療機関等から協力が求められる事項の取組
や、他の医療機関との協力のもと、病病・病診連携
をより一層推進すること。
　介護との連携を強化し、県全体として県民に適切
な医療等を一体的に提供する地域包括ケアシステム
の構築・推進に貢献すること。

　地域の医療機関等から協力を求められた事項につ
いては、連携の強化及び機能の分担を図りながら、
県立病院機構としての役割を果たしていく。
　他の医療機関との協力のもと病病・病診連携を更
に推進し、県立中央病院においては、地域医療支援
病院の要件である、紹介率６５％超及び逆紹介率４
０％超を維持する。
　また、山梨県の要請を踏まえ、地域包括ケアシス
テムの構築・推進に協力する。
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(1)地域医療機関等との協力体制の強化 (1)地域医療機関等との協力体制の強化

【特記事項】
・

・

・

・

・

　地域医療支援病院として、病病連
携、病診連携の推進に取り組み、紹介
率・逆紹介率が高水準を維持している
ことは評価する。
　地域の開業医と整形外科常勤医との
相談ホットラインを開設するなど連携
の推進に取り組んでいることは評価に
値する。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

S
当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

評　価

【実績に対する分析、自己評価理由】

【実績】

　地域医療を担う連携登録医（かかりつけ医）等の資質向上を図る
ため、期間中、地域連携研修会をオンラインで３３回開催した。

設立団体の長（知事）の評価

評価 S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

　中央病院の患者支援センターにおいて、患者相談の受け付けや、
退院調整のための巡回相談を担当看護師と連携して行うなど、患者
や家族に対して安心できるサポートを行っている。

　地域医療支援病院の要件である紹介率は、期間中平均では７５．
２％、逆紹介率については、７３．９％であり、地域医療支援病院
の要件である紹介率６５％超及び逆紹介率４０％超より高い水準で
推移している。

　紹介状に対する返書作成の推進、連携登録医の訪問、県内医療機
関を対象とした研修会などを行い、患者支援センターを中心に、地
域の医療機関との連携強化を図った。
  また、平成２７年９月からは、地域の医療水準の向上のため、入
院患者をかかりつけ医に紹介する際、診療情報提供書に画像などの
情報を添付することを医師に徹底し、病棟看護師などが漏れがない
か確認を行った。この結果、期間中の情報添付ありの診療情報提供
書は、令和２年度の４，４０４件から、令和４年度は４,９１４件
に増加した。
　さらに、患者が退院後も安心して生活できるよう、薬剤師、病棟
看護師、医師等が協力して、患者のかかりつけ医などの情報の把握
に努め、病院とかかりつけ医とが患者の病状を共有できる体制を強
化した。

　中央病院の患者が当院の連携医や近隣医療機関を容易に検索で
き、かつ必要な情報を取り出すことができる「かかりつけ医検索シ
ステム」を活用し、連携医への紹介促進及び患者サービスの向上を
図った。

　地域医療支援病院として、病院職員が一丸となって紹介状に対す
る返書作成の推進や診療情報提供書への画像添付に徹底して取り組
んだ結果、紹介率・逆紹介率・診療情報提供書数は高い水準で推移
している。
　また、連携病院の医師との垣根を下げ、病院連携を推進するとと
もに、早期に治療介入が必要な患者に対して、適切な時期に治療介
入を行うため、令和２年１０月から、地域の開業医と当院整形外科
常勤医との山梨県立中央病院整形外科相談ホットラインを開設して
いる。
　さらに、中央病院の患者が当院の連携医や近隣医療機関を容易に
検索でき、かつ必要な情報を取り出すことができる「かかりつけ医
検索システム」を活用し、連携医への紹介促進及び患者サービスの
向上を図るなど、中期計画を大幅に上回る取り組みを実施した。
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４　医療に関する地域への支援

(2)地域の医師不足に対する支援 (2)地域の医師不足の解消に対する支援

 ②　公的医療機関への支援

中期目標 中期計画

　県との協働により医師確保対策に取り組み、臨床
研修指定病院等としての機能を充実し、より多くの
研修医や専攻医の育成を図り、県内への医師の定着
に寄与すること。
　また、県立病院機構に必要な医師の確保及び定着
を図る中で、他の医療機関への診療支援を積極的に
行うこと。

 ①　初期臨床研修医、専攻医の受け入れ体制の強化
　県立病院機構の機能を活かした研修プログラムの
充実を図るとともに、指導医の育成、資質の向上に
積極的に取り組み、臨床研修医及び専攻医を確保
し、山梨県への医師の定着を促進する等地域医療へ
の支援を行う。

　県立病院機構の医師の増員を図る中で、公的医療
機関への外来診療の協力体制を推進する。

―　51　―



(2)地域の医師不足の解消に対する支援 (2)地域の医師不足の解消に対する支援

【特記事項】
・

・

・

・

業務実績及び県立病院機構の自己評価

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が順調である。

中期目標及び中期計画の実施
状況が順調である。

　平成３０年度より新専門医制度が開始され、中央病院では、内
科、外科、救急科、総合診療科、整形外科、小児科の専門研修基幹
施設として専門研修プログラムを作成している。その他の科では連
携施設として、他施設の専門研修プログラムに積極的に協力してお
り、専攻医の専門医資格取得を人的及び物的に支援している。
　また、令和６年度から、産婦人科の期間施設として専門研修プロ
グラムの開始も目指している。

 令和５年度は計２６名の専攻医（内科８名、外科１名、救急科２
名、総合診療・感染症科１名、整形外科１名、形成外科１名、泌尿
器科２名、眼科１名、耳鼻咽喉科１名、脳神経外科１名、心臓血管
外科１名、婦人科１名、産科１名、麻酔科１名、放射線診断科１
名、病理診断科１名、精神科１名）を採用した。

B

【実績に対する分析、自己評価理由】

B

　北病院では、塩川病院から精神科医師の派遣依頼を受け、医師派
遣協定を締結し、令和元年８月から、毎週１日医師の派遣を実施し
ている。

評　価

【実績】

設立団体の長（知事）の評価

評価

　新専門医制度において、内科、外
科、救急科等の専門研修基幹施設とし
て専門研修プログラムを作成し、多く
の専攻医の専門医資格取得を支援して
いることは評価に値する。
　地域への医師派遣機能の向上など公
的医療機関の外来診療への協力の強化
や更なる地域の医師不足の解消につな
がる他機関との連携を期待する。

　中期計画に記載した医師不足解消に対する取り組みとして、医師
の定着を促進するための総合研修プログラムに対するマッチ率は２
期平均を上回っている。また、新専門医制度において、内科、外科
等で基幹施設となるための専門研修プログラムを作成し多くの専攻
医を採用するなど、中期計画を着実に実施した。
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４　医療に関する地域への支援

(3)県内の医療水準の向上 (3)県内の医療水準の向上
 ①　地域医療従事者の研修

 ②　研修、実習等の実施

 ③　看護水準の向上

 ④　医療従事者養成機関からの実習生の受け入れ

　他の医療機関等の医療従事者に対し、県立病院機
構の持つ知識や技術を研修等により普及し、県内の
医療水準の向上を図ること。特に、医療従事者に占
める割合の高い看護職に対する研修等は、地域医療
の充実に大きく資する観点も踏まえながら行うこ
と。
　また、医療従事者養成機関等の実習の受け入れ
等、本県の医療を担う医療従事者の育成に積極的に
協力すること。

　他の医療機関の職員を対象に、拠点病院として有
する知識や技術を活かして、がん診療、感染症診療
等に係る研修を実施する。

　他の地域医療機関の医療従事者を対象とした医療
技術の向上に資する研修を実施する。

  看護師の役割が広がり、活躍の場が拡大する中、
山梨県内の看護師の専門知識及び技術の向上を図
り、看護水準の向上に寄与するため、山梨県看護協
会、山梨県立大学等の関係機関と連携して研修の実
施、講師の派遣、人事交流等を行う。

　医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射
線技師等を目指す実習生を養成機関から積極的に受
け入れ、人材養成の支援に努める。

中期目標 中期計画
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(3)県内の医療水準の向上 (3)県内の医療水準の向上

【特記事項】

・

・

・

・

【実績】

　山梨県看護協会、山梨県立大学等の関係機関と連携して研修の実
施、講師の派遣を行った。

　地域医療機関の医療従事者に対し、
医療技術向上のための研修を実施する
とともに、医療従事者養成機関から実
習生を積極的に受け入れるなど、人材
養成の支援に努めていることは評価に
値する。
　看護水準の向上に寄与するため、看
護師特定行為研修指定研修機関とし
て、中央病院以外の機関の看護師の受
け入れなど更なる取り組みを期待す
る。

中期目標及び中期計画の実施
状況が順調である。

　地域医療を担う連携登録医（かかりつけ医）等の資質向上を図る
ため、地域連携研修会の他、院内外の医療従事者を対象とした、が
ん医療従事者研修会やエイズ研修会、総合周産期母子医療センター
症例検討会を開催するなど、中期計画を着実に実施した。また、事
前ＰＣＲ検査、自己体調管理の記載を行うことを条件に、看護師、
薬剤師、NST（栄養士）、精神保健福祉士等の実習生を受け入れを
実施した。

　地域連携研修会については、期間中、オンラインで３３回開催
し、１，２７５名の参加があった。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前ＰＣＲ検査、自己
体調管理の記載を行うことで実習生を受け入れを行った。

【実績に対する分析、自己評価理由】

　院内外の医療従事者を対象とした、がん医療従事者研修会やエイ
ズ研修会、総合周産期母子医療センター症例検討会を開催した。

評　価 B
当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が順調である。

業務実績及び県立病院機構の自己評価 設立団体の長（知事）の評価

評価 B
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４　医療に関する地域への支援

(4)地域社会への協力 (4)地域社会への協力
　①　救急救命士の育成

　②　看護師養成機関等への講師派遣

　③　公的機関からの鑑定・調査への協力

　看護師養成機関での講義や地域医療機関の医療従
事者を対象とした研修会などに対し、講師を派遣す
る。

 　公的機関からの医療に関する鑑定や調査について
積極的に協力する。

中期目標 中期計画

　医療従事者の専門的な知識及び技術を保健、医
療、福祉、教育等に関係する機関に提供し、人材の
育成、講師の派遣、調査、鑑定などの地域社会から
の要請に積極的に協力すること。

　高度救命救急センターの機能を活かして、各消防
本部における救急救命士の育成に努める。
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(4)地域社会への協力 (4)地域社会への協力

【特記事項】

・

・

・

・

・

警察の扱う検視業務において、死因究明に最も有効である画像診断
に協力した。

【実績】

　平成２７年１０月に始まった医療事故調査制度で、中小病院や診
療所では自院だけで調査することは難しいため、医療事故調査等支
援団体として、医療事故が起きた医療機関の調査を死亡時画像診断
で支援する体制を整備している。

　捜査機関等からの照会に協力した。期間中合計で８３８件（中央
病院６７１件、北病院１６７件）の照会に対応した。

設立団体の長（知事）の評価

評価 A
中期目標及び中期計画の実施
状況が優れている。

　県立大学、県立大学大学院、共立高等看護学院、帝京福祉専門学
校等に対し職員を講師として派遣した。期間中、延べ１４３人の講
師を延べ１８８回派遣した。

　コロナ禍にあっても、救急救命士の育成のため、就業前実習、再
教育実習、薬剤投与実習、気管挿管実習など２期を大幅に上回る実
習を行った。また、県立大学等に職員を講師として数多く派遣し
た。さらに、捜査機関等からの照会や警察の扱う検視業務におい
て、死因究明に最も有効である画像診断に協力するなど、取り組み
を実施した。

【実績に対する分析、自己評価理由】

　救急救命士の育成のため、就業前実習、再教育実習、薬剤投与実
習、臨床実習などの実習について、令和２年度から令和４年度まで
に８９４人を実施した。

　救命救急士の育成、地域の医療機関
や看護師養成機関等への講師派遣、公
的機関からの鑑定・調査への協力につ
いて、積極的に取り組んでいることは
評価に値する。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

評　価 Ａ
当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が優れている。
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県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

５　災害時における医療救護

５ 災害時における医療救護 ５　災害時における医療救護
　

(1)医療救護活動の拠点機能

(1)医療救護活動の拠点機能

(2)他県等の医療救護への協力 (2)他県等の医療救護への協力

　

　山梨県の基幹病院として、災害発生時における適
切な医療救護活動が実施できるよう日頃から訓練す
るとともに、災害時においては、山梨県地域防災計
画（大規模災害時医療救護マニュアル）に基づき、
迅速な医療救護活動に取り組む。

　日頃から災害等に対する備えに努め、県内医療従
事者の訓練等において中心的な役割を果たすととも
に、大規模災害等における本県の医療救護活動の拠
点機能を担うこと。

　他県等の大規模災害等においても、災害医療チー
ムを派遣するなど、積極的に医療救護活動に協力す
ること。

　大規模災害を想定したトリアージ訓練などを定期
的に行うとともに、山梨県内で実施される防災訓練
等に参加し、県医師会、県看護協会及び他の医療機
関、消防機関との連携を図ることにより、平時より
災害時における医療救護活動の強化に努める。
　災害発生時には、知事の要請等に応じて、ＤＭＡ

Ｔ
＊用語20

をはじめ、ＤＰＡＴ、災害支援ナースを派遣
するなど山梨県の基幹病院としての機能を発揮す
る。

中期計画中期目標

　災害時における県民の生命・安全を守るため医療救護
活動の拠点機能を担うとともに、災害医療チームを派遣
するなど医療救護に取り組むこと。

　他県等の大規模災害等においても、知事の要請等
に応じて、ＤＭＡＴをはじめ、ＤＰＡＴ、災害支援
ナースなどを派遣するとともに、関係機関と連携し
て積極的に医療救護活動に協力する。
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５ 災害時における医療救護 ５ 災害時における医療救護

【特記事項】
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

　基幹災害拠点病院として、毎年大規
模災害を想定した訓練を実施するとと
もに、専任の災害対策担当看護師の配
置や災害対策センターを設置するな
ど、災害対策の充実強化が図られてい
ることは評価する。
　また、新型コロナウイルス感染症へ
の対応として、県対策本部への医師な
どの派遣や、感染が拡大した自治体に
看護師を派遣するなど、積極的に医療
救護活動を行っていることは評価す
る。

S

　令和２年度から、災害対策担当看護師として専任看護師を配置
し、災害対策部会と連携して院内の体制整備を行っている。

　令和２年１０月に、水防法に基づく「山梨県立中央病院の洪水時
の避難確保計画」を策定し、この計画に基づく水害訓練を定期的に
実施している。

　令和２年４月に、新型コロナ感染症の職員の罹患等により、診療
規模を通常の５割以下に縮小せざるを得ない場合を想定して、事業
継続計画（ＢＣＰ）を作成した。

評価

　令和４年１１月に石川県で開催された中部ブロックDMAT実働訓練
に６名が参加した。

　大規模災害時対応訓練を毎年実施している。また、令和２年４月
には、新型コロナ感染症による診療規模縮小を想定したＢＣＰを作
成した。併せて、令和２年度から、災害対策担当看護師として専任
看護師を配置し、災害対策部会と連携した体制整備を行うほか、令
和４年４月には災害対策を目的とした「災害対策センター」を設置
するなど、中期計画を上回る取り組みを実施した。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

【実績に対する分析、自己評価理由】

評　価

【実績】

　災害発生時を見据え、携帯電話基地局と病院専用の基地局で通信
を二重化するため、携帯各社の室内アンテナ設備設置工事を進めて
いる。令和２年度にドコモ、令和３年度にソフトバンクのアンテナ
設備設置工事を進め、令和４年度はａｕの設置工事を行った。

設立団体の長（知事）の評価

S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

　北病院では、平成３０年２月に長野県立こころの医療センター
駒ヶ根と災害時等に医療活動を継続し、適切な医療を提供するため
①医薬品等の物資の支援、②医師・スタッフ等の派遣、③患者の受
入・移送等を行う相互支援協定を締結した。平成３０年度からは、
両院の担当者間で協定に基づく保有する医療機器の情報共有や、災
害時の具体的な対応を検討している。

　北病院では、平成３０年３月に大規模災害が発生した際、県知事
の要請に応じて、被災地域で精神科医療の提供や精神保健活動を行
う北病院の精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を派遣する協定を山梨県と
締結した。令和４年度は、ＤＰＡＴ事務局主催のＤＰＡＴ統括者・
先遣隊技能維持研修に看護師、業務調整員が参加した。

　新型コロナウイルス医療対策本部における入院調整班としてＤＭ
ＡＴ隊員を派遣した。

　令和４年８月に、DMAT技能維持研修に２名（救急科、リハ）が参
加した。

　新型コロナウイルス感染症患者の情報収集や入院調整等の総合的
な医療提供体制のコントロールを担うために、新型コロナウイルス
感染症関係総合対策本部へ医師１名を派遣した。

　電気室や受水槽等の重要設備がある地下への浸水を防ぎ水害時に
おけるライフラインを確保するため、地下職員駐車場及びサービス
ヤードの入口に止水板を設置した。また、令和３年１０月に止水板
の設置訓練を行い、その様子を録画編集し、マニュアルとして整備
した。
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第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

１ 医療環境の変化に対応できる運営体制の構築

第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

１ 医療環境の変化に対応できる運営体制の構築 １ 医療環境の変化に対応できる運営体制の構築

　

中期目標 中期計画

　地方独立行政法人制度を活かし、自律性、機動性を発
揮しながら、引き続き業務運営の改善及び効率化を図
り、業務の適正な実施及び経営基盤の安定化に努めるこ
と。

　医療ニーズの多様化、高度化、患者動向など、医療を
取り巻く環境の変化に柔軟に対応するため、職員を機動
的に配置するとともに、医療及び病院経営に関する情報
を分析し、その分析結果を活用することで、医療環境の
変化に対応できる運営体制の構築に努める。

　県立病院機構に求められる医療を確実に提供するた
め、医療を取り巻く環境の変化に的確に対応できる運営
体制を構築すること。

　自主的で柔軟な業務運営である地方独立行政法人制度
の特長を活かし、業務の改善及び適正な実施並びに経営
の効率化を図り、経営基盤の安定化に努める。
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１　医療環境の変化に対応できる運営体制の構築 １ 医療環境の変化に対応できる運営体制
　の構築

【特記事項】

・

・

・

・

【中央病院】
病院会議（月１回　開催）

【北病院】
院内連絡会議（月１回　開催）

・

・

業務実績及び県立病院機構の自己評価

（中央病院）

【実績に対する分析、自己評価理由】

【実績】
　病院機能を強化するため、災害対策、情報管理、クリニカルパスに係る
専従の看護師を令和２年度から継続的に配置している。

　医療ニーズの多様化、高度化、患者動向など、医療を取り巻く環
境の変化に柔軟に対応するため、組織改正等に取り組んだ。

　中央病院と北病院の２病院間では、精神科医師の人事交流を実施
し、（精神科）身体合併症の患者への対応を強化している。
　北病院では、従来から実施しているアルコール、薬物、ギャンブ
ル依存に加えて、ゲーム障害への治療プログラムを提供している。

内　　容

　中央病院の「病院会議」、北病院の「院内連絡会議」において、
病院全体の情報交換や意見交換、共通認識の醸成を行い、各科の入
院、外来の稼働額を前年同期と比較図示化し、前年同月に比べ稼働
額が減った診療科については、その要因を探り、対策を立てること
により、職員の経営参画意識を高めた。

理事長、院長、副院長、院長補佐、事務局長、医療局長、看護局長、統括部長、部長、副部長、
主任看護師長、技師長、事務局課長及び担当リーダー等

病院に関する諸問題について、課題の検討、経営分析や経営改善に向けた協議、各セクション
からの状況報告等

病院の医療提供状況、経営状況等の周知、経営分析や経営改善に向けた協議、研究発表等

構成メンバー

会議名

　医療ニーズの多様化、高度化、患者動向など、医療を取り巻く環
境の変化に柔軟に対応するため、組織改正により地域救急科、救急
業務統括部及び炎症性腸疾患センターを新設する他、ゲノム医療拠
点病院に指定された。また、中央病院の「病院会議」、北病院の
「院内連絡会議」において、病院全体の情報交換や意見交換、共通
認識の醸成を行い、各科の入院、外来の稼働額等の分析データの提
示や業務改善の取り組み事例発表を行い、医療環境の変化に対応で
きる運営体制の構築に努めるなど、中期計画を上回る取り組みを実
施した。

　年度途中に看護師の採用を行い、必要な部門に弾力的に配置し
た。期間中、３名の看護師を採用した。

会議名
構成メンバー

内　　容

評　価

院長、副院長、事務局長、社会生活支援部長、医療部長、看護部長、副看護部長、薬剤師長、
管理栄養士、主任臨床検査技師、医療安全管理者、社会生活支援部各室長及び担当リー
ダー、事務局課長及び担当リーダー等

評価 A

　地域救急科、救急業務統括部および
炎症性腸疾患センターを新設するとと
もに、がんゲノム医療拠点病院に指定
されるなど、医療ニーズの多様化、高
度化、患者の動向など医療環境の変化
に柔軟に対応した運営が行われている
ことは評価に値する。
　病院会議、院内連絡会議において、
病院全体の情報交換や意見交換、共通
認識の醸成に取り組み、職員の経営参
画意識の向上した運営体制の構築に努
めていることは評価に値する。

中期目標及び中期計画の実施
状況が優れている。

設立団体の長（知事）の評価

　〇高度救命救急センターに地域救急科を新設（Ｒ２）
　〇救急医療局を設置。救急業務統括部を新設（Ｒ２）
　〇新型コロナウイルス感染症重点医療機関に指定（Ｒ２）
　〇救急医療局に災害対策センター、
    医療局に炎症性腸疾患センターを新設（Ｒ４）
　〇がんゲノム医療拠点病院に指定（Ｒ４）
（北病院）
　〇依存症治療拠点機関（アルコール健康障害）に認定（Ｒ２）

Ａ
当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が優れている。
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業務運営の改善及び効率化に関する事項
２ 経営基盤を安定化するための収入の確保、費用の節減

２　経営基盤を安定化するための収入の確保、費用の節減

　

(1)収入の確保 (1)収入の確保
　① 診療報酬請求事務の強化

　② 使用料及び手数料の確保

中期目標 中期計画

２　経営基盤を安定化するための収入の確保、費用の
　節減

　引き続き経営基盤の安定化を進めるため、人的、物的
資源の有効活用や業務の見直しを行い、効率的な業務運
営の実現を図ること。

　診療報酬請求部門の専門性の向上及び適切な業務委託
の検討などを行い、効率的な運営体制を構築し、経営基
盤の安定化に取り組む。

　適切な診療報酬事務の実施、診療報酬改定への対
応が可能となる人員体制を構築する。

  ③ 未収金対策 

  ④ 診療情報の活用　
　ＤＰＣ等から得られる疾患別の診療情報を他の医
療機関と比較し、クリニカルパスの見直しや、在院
日数の適正化に取り組むことにより収益性の向上に
努める。

　診療報酬改定への適切な対応や料金の定期的な見
直しのほか、延べ患者数、患者単価、平均在院日数
等の動向に留意するなどし、経営基盤を安定化する
ための収入の確保に努めること。

　患者負担金に係る未収金の発生を防止するととも
に、定期的な請求・督促を行い、回収業務の専門家
の活用など、早期回収に努める。
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２　経営基盤を安定化するための収入の確保、費用の節減 ２　経営基盤を安定化するための収入の
　確保、費用の節減

【特記事項】
・

・

・

・

・

・

・

評　価 S
当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

評価 S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

業務実績及び県立病院機構の自己評価 設立団体の長（知事）の評価

【実績に対する分析、自己評価理由】

【実績】

　診療報酬の迅速かつ適正な算定を行うため、ＤＰＣ担当の新設等
柔軟な人員配置などにより、診療報酬請求体制の強化を図った。ま
た、即日請求の強化、弁護士への未収金回収委託、コンビニ収納等
により未収金削減に努めた。さらに、共同購入への参加や他病院と
の価格の比較ができるベンチマークシステムを活用した価格交渉、
後発医薬品への積極的な切り替え等による経費削減など、中期計画
を大幅に上回る取り組みを実施した。

　ＤＰＣ担当を新設するなど診療報酬
請求体制や未収金の発生予防・回収対
策の充実強化に取り組むとともに、汎
用医療材料の共同購入を継続実施する
など、収入の確保、費用の節減で成果
を上げていることは評価する。
　経営基盤の安定化に向けて、引き続
き未収金の削減につながる更なる取り
組みを期待する。

　診療報酬の迅速かつ適正な算定を行うため、柔軟な人員配置など
により、診療報酬請求体制の強化を図った。期間中、医療事務補助
職員は５１人から７５人に増員した。

　未収金の発生予防として、会計窓口クレジットカード対応、即日
請求及び限度額適用認定を実施の他、発生後の対策として、コンビ
ニ納付書の活用、弁護士による回収業務委託などの対策を行ってい
る。

　クリニカルパス活用・推進のため、ＤＰＣ分析ソフト「ヒラソル」を活用し
て、各診療科の疾患・手術・処置等に関する、特定病院群とのベンチマー
クデータの提供を行い、期間中、見直し９２９件と新規パス９９件を承認し
た（前述P１０）。

　算定順位が悪く高額な特掲診療料から特定薬剤治療管理料を含めた
項目をピックアップし、レセプト請求を検証した。

　自由診療である「ＰＲＰ（多血小板血漿）療法」について、診療材料費の
値上げにともない、料金改正を行った。

　レセプトチェックを強化するため、導入済みの「レセプト博士」
を補完する新たなレセプト院内審査システムである「べてらん君コ
ラボPlus」を導入した。
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(2)費用の削減 (2) 費用の節減・適正化

　業務運営の改善及び効率化を検討する中で、費用
の節減に努めること。

  ① 薬品費及び診療材料費の節減・適正化
　薬品及び診療材料の価格交渉力の強化、後発医薬
品の積極的な採用及び共同購入の活用により薬品費
及び診療材料費の削減・適正化に努める。

 ②  経費等の節減・適正化
　要員計画の策定、医師事務作業補助者の業務の見
直し、適正な業務委託のあり方の検討などを行い、
人件費及び経費等の適正化に努める。

中期目標 中期計画
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・

・

　

・

・

・

・

設立団体の長（知事）の評価

　令和４年度の電力契約について、一般社団法人日本ホスピタルアライ
アンスで分析したところ、他院と比較し安価に調達されていると評価され
た。

　器械備品購入にあたっては、適正価格を把握するため、他院の購入価
を確認できるベンチマークを活用して、他院割引額以下となるように積算
している。

　中央病院の後発医薬品採用数は、２期平均５８７品目を２０．１％上回
るの７０５品目となった。また、中央病院は、入院外来合わせて後発品使
用割合が９０％以上（９７．７％）であるため、後発医薬品使用体制加算の
中で最も得点の高い「４７点」の算定が可能となり、機能係数Ⅰにおいて
０．００１４の評価対象となっている。

　購入金額の７０％を占める上位１００品目の薬品については、医師・薬
剤師と協力してメーカーを交えてディーラーと個別交渉を行った。また、そ
れ以外の薬品については、ベンチマークや自治体病院の全国平均値引
率等を参考に、契約業者ごとの割引目標額を設定し、価格交渉を行った
結果、期間中、約４億５，７００万円の購入費が削減ができた。

　入札参加事業者及び契約事業者の固定化を避け、更なる費用削減
を図るため、競争入札参加者の資格要件を見直し、山梨県登録事業
者のみならず全国の都道府県の登録事業者が参加可能となるよう契
約事務取扱規程の改正を行った。

　診療材料費の縮減のため、共同購入組織であるメッカルＧＰＯに加入
し、既契約組織であるＮＨＡの共同購入と効果的に使い分けている。ま
た、毎月１回メッカルＧＰＯと同種同等品の切替等について協議を行っ
た。

　中央病院では、共同購入組織である日本ホスピタルアライアンス（ＮＨ
Ａ）に平成２８年４月から加盟し、汎用医療材料などの１３分野の購入事
業に参加した。期間中合計で主な３分野で約３億５千万円、全体で約３億
７千万円の削減ができた。

業務実績及び県立病院機構の自己評価
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業務運営の改善及び効率化に関する事項
３ 事務部門の専門性の向上

３ 事務部門の専門性の向上 ３ 事務部門の専門性の向上
　医療事務に精通したプロパー職員の採用や育成、
事務職員に必要な知識の習得のための研修の実施な
ど、業務に必要な法令、会計、診療報酬体系等に習
熟した事務職員の確保に努める。

　業務に必要な法令、会計、診療報酬体系等に精通した
事務職員を育成し、事務部門の専門性を向上させること
により、運営が円滑に行われるよう努めること。

中期目標 中期計画
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３ 事務部門の専門性の向上 ３ 事務部門の専門性の向上

【特記事項】
・

・

・

・

・

・ 　診療報酬事務の基本的な知識を習得するため、診療報酬事務担当
が外部研修に参加した。

　中央病院の「病院会議」において院内全体の取り組みとするた
め、各部署の優れた独自の業務改善取り組み事例を発表した。

　期間中、病院経営管理部門の職員を計画的に育成するため、毎年
事務職員採用試験を実施するとともに、機構職員として必要な知識
を習得できるよう、職種横断的な研修を実施した。また、診療報酬
の迅速かつ適正な算定を行うため、ＤＰＣ担当への柔軟な人員配置
を行い、診療報酬請求体制の強化を図った。さらに、全国規模の学
会や研修会にプロパー職員を積極的に参加させるとともに、全国の
先進病院への視察を実施するなど、中期計画を上回る取り組みを実
施した。

【実績に対する分析、自己評価理由】

【実績】

A
当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が優れている。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

評　価

設立団体の長（知事）の評価

　事務職員の計画的採用と各種研修な
どによる専門性の向上に取り組み、職
員の育成に努めていることは評価に値
する。

　今後の病院経営管理部門の職員を計画的に育成するため、期間中
毎年病院機構事務職員採用試験を実施し、１４人の事務職員を採用
し、令和５年４月１日付現在で４０名が在籍し、事務職員の７４．
１％を占めている。

　４月の新規採用職員研修において、機構のプロパー職員として必
要な知識を習得できるよう、職種横断的な研修を実施した。

　病院事務に精通した事務職員を育成するため、全国の病院の各部
門における先進事例の発表の場である「日本医療マネジメント学会
学術総会」及び「全国自治体病院学会」に事務局職員を派遣した。

評価 A
中期目標及び中期計画の実施
状況が優れている。
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業務運営の改善及び効率化に関する事項
４ 職員の経営参画意識の向上

４ 職員の経営参画意識の向上 ４　職員の経営参画意識の向上

 (1) 経営関係情報等の周知

 (2) 取組の共有化　

 (3) 職員提案の奨励
　職員の病院経営に対する参画意識や目標達成に向
けた意欲を高めるため、職員提案を奨励し、提案さ
れた内容の実現に向けて真摯に検討する。

中期目標 中期計画

　職員が、定款に定められた目的、中期目標、中期計画
等に掲げる取組を共有し、責任感や使命感を持って病院
経営に積極的に参画するとともに、職員が協力し、業務
改善を推進する体制を構築すること。

　医療及び病院経営に関する情報を分析し、その分
析結果をわかりやすく職員に周知し、職員の経営参
画意識を高める。

　中期計画等に掲げる取組について、病院全体で共
通認識を醸成し、その取組状況の共有を図る。
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４ 職員の経営参画意識の向上 ４ 職員の経営参画意識の向上

【特記事項】
・

・

・

・

・

・

・

A

　病院会議、院内連絡会議において、
病院経営に関する詳細なデータや分析
結果を職員に周知し、共有化を図ると
ともに、職員提案を実施し、優秀者を
表彰するなど職員の経営参画意識の向
上に努めていることは評価に値する。

　県立中央病院では、平成２８年度から毎週水曜日に１時間程度、
理事長、理事他、看護局幹部、薬剤部長、事務局リーダー以上が集
合し、各部局の業務や改善の取組み状況について延べ２４０回程度
発表している。この中で、各部署の優れた取組み等については、院
内全体に周知するため、毎月の病院会議において発表している。

　県立中央病院では、他院のベンチマークとして、令和２年度から
ＤＰＣデータ分析システム 「ヒラソル」を導入した。

　北病院では、医療の質の向上を図るため、公益社団法人全国自治
体病院協議会の医療の質の評価・公表等推進事業に参加し、得られ
たデータをもとに課題等の解決に取り組んだ。

　（実現した提案）
　摂食嚥下センターの開設（Ｒ２）
　外来患者のお得な待ち時間（Ｒ２）
　徹底的に接遇に磨きをかけるプロジェクトの発足（Ｒ３）
　DMAT組織化および災害対策室の設置（Ｒ３）

　病院会議等において、毎月の医療及び病院経営に関する詳細な分
析結果や中期計画等についてわかりやすく職員に周知するなど、病
院全体で経営参画意識の醸成に取り組んだ。また、職員の病院経営
に対する参画意識や目標達成に向けた意欲を高めるため、期間中継
続して職員提案を実施し、優秀な提案者を表彰するとともに、提案
の実現に向けた取り組みを推進するなど、中期計画を上回る取り組
みを実施した。

　中央病院の「病院会議」、北病院の「院内連絡会議」において、
病院全体の情報交換や意見交換、共通認識の醸成を行い、各科の入
院、外来の稼働額を前年同期と比較図示化し、前年同月に比べ稼働
額が減った診療科については、その要因を探り、対策を立てること
により、職員の経営参画意識を高めた。
　また、この両病院の会議で、中期計画等について説明し、共通認
識を持って日々の業務に取り組んだ。

　職員が病院経営について自由に提案するプロジェクト“KAIZEN”
とプロジェクト“坂の上の雲”の２部門で募集を行っている。期間
中合計で７６件の提案があり、９件が表彰され、そのうち、４件が
実現した。

 「病院機能評価」の期中の確認について、令和４年６月に提出
し、「各部署が取り組むべき課題を認識し、改善を続けることで、
引き続き本県の基幹病院としての役割を果たすことを期待しま
す。」とのコメントをいただいた。

業務実績及び県立病院機構の自己評価

【実績に対する分析、自己評価理由】

【実績】

評　価 Ａ
当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が優れている。

設立団体の長（知事）の評価

評価
中期目標及び中期計画の実施
状況が優れている。
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第４　財務内容の改善に関する事項

１ 予算（令和２年度～令和５年度）

収入
営業収益 

医業収益
運営費負担金
その他営業収益

営業外収益
運営費負担金
その他営業外収益

資本収入
運営費負担金
長期借入金
その他資本収入

その他の収入
計

支出
営業費用

医業費用
給与費
材料費
経費
研究研修費

一般管理費
営業外費用
資本支出

建設改良費
償還金

その他の支出
計

【人件費の見積り】
　期間中総額46,007百万円を支出する。

【運営費負担金のルール】

767
265

4,428

4,428

0

1,336

0

13,326

449

41,439

683

123,637

第４　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画
　　　及び資金計画

19,896

45,881

115,874

103,058

101,233

（単位：百万円）

0

　政策医療を的確に提供し、質の高い医療を提供す
るため、県立病院機構の経常収支比率を毎年度１０
０％以上とし、経常利益について安定的な水準を維
持する。
　また、他の地方独立行政法人の経営指標との比較
を行うとともに、資金収支及び収支予測に基づき、
適切な資金運用を図る。

121,638

1,315

金　額区　分

中期目標

  救急医療等の政策医療経費については、地方独立
行政法人法第85条第1項の規定により算定された額と
する。

　中期目標の各年度における経常利益について安定的な
水準を維持するとともに、キャッシュ・フロー及び長期
的な資金収支について分析し、計画的な資金管理を行う
ことにより、経営基盤の安定化に努めること。

887

第４　財務内容の改善に関する事項

中期計画

14,706

102,793

  長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担
金は、経常費助成のための運営費負担金とする。

11,038
0

8,858

  なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基
本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当
するものである。
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第４　財務内容の改善に関する事項 第４　財務内容の改善に関する事項

【特記事項】

１　決算（平成27度～平成30年度）

収入
営業収益

医業収益
運営費負担金
その他営業収益

営業外収益
運営費負担金
その他営業外収益

資本収入
運営費負担金
長期借入金
その他資本収入

その他の収入
計

支出
営業費用

医業費用
給与費
材料費
経費
研究研修費

一般管理費
営業外費用
資本支出

建設改良費
償還金

その他の支出
計

評価 S
中期目標及び中期計画の実施
状況が特に優れている。

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が特に優れている。

41,691
15,700

463
416

業務実績及び県立病院機構の自己評価 設立団体の長（知事）の評価

22,044
11,710
10,334

0
129,541

48,742

1,164

484

4,100
2,282

0
129,116

107,012
106,596

391
773

6,422
3,663
2,759

0

合計

121,570
104,207
12,950
4,413

12,766
10,944
4,126

155
122
84

1,400
0

1,400
0
0

32,651

28,113
27,991

94,921
0

7,575
8,047

34,619

4,982

320
900

9,638 3,312
359
264
71

400

区　分 R5計画

30,987
27,316

30,747
11,574

76,891
90,583

2,700

0

6,382
0

4,054

580

0

2,282

193

R2～R4
（単位：百万円、税込み）

S評　価

308
294

15,622

78,899
78,605
35,976

　中期計画を大きく上回る経常利益及
び純利益を達成しており、財務内容が
適切に管理されていることは評価す
る。

96,465
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２　収支計画（令和２年度～令和５年度）

収入の部
営業収益

医業収益
運営費負担金収益
資産見返負債戻入
その他営業収益

営業外収益
運営費負担金収益
その他営業外収益

臨時利益
支出の部

営業費用
医業費用

給与費
材料費
経費
減価償却費
研究研修費

一般管理費
営業外費用
臨時損失

純利益
目的積立金取崩額
総利益

0

金　額
117,260
115,980
101,072

268

中期計画中期目標

1,314

3,829

（単位：百万円）

13,326

1,280

区　分

3,829

831

107,071
106,788

283

37,619
45,854

13,520

113,431

6,237

9,082
713

123

0

449
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２ 収支報告（令和２年度～令和５年度）
（単位：百万円、税抜き）

収入の部
営業収益

医業収益
運営費負担金収益
資産見返負債戻入
その他営業収益

営業外収益
運営費負担金収益
その他営業外収益

臨時利益
支出の部

営業費用
医業費用

給与費
材料費
経費
減価償却費
研究研修費

一般管理費
営業外費用 
臨時損失

経常利益
純利益
目的積立金取崩額
総利益

業務実績及び県立病院機構の自己評価 設立団体の長（知事）の評価

7,340
7,105

0
7,105

14,375
7,684

428
422

6,038
236

0
115,844
109,570
109,148
48,710
37,951

1,070

122,949
121,838
104,063
12,951

412
4,412
1,110

391
719

1,956
140
124

1,534
20

1,090

30,251
28,696
28,572
12,757
9,962
3,756

180
0

117
359
251
71

6,248
1,070

0

91,627

3,3139,638

539

5,728

0

90,768

80,577

85,595

35,953

6,032

27,281

27,989
10,619

859

区　分 R2～R4
31,321

合計

295

76,782

216

80,875

31,069

R5計画

4,053

320

4,504

288
298

0
6,032
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３　資金計画（令和２年度～令和５年度）

資金収入
業務活動による収入

診療業務による収入
運営費負担金による収入
その他の業務活動による収入

投資活動による収入
運営費負担金による収入
その他の投資活動による収入

財務活動による収入
長期借入金による収入
その他の財務活動による収入

前期中期目標期間からの繰越金
資金支出

業務活動による支出
給与費支出
材料費支出
その他の業務活動による支出

投資活動による支出
固定資産の取得による支出
その他の投資活動による支出

財務活動による支出
長期借入金の返済による支出

　 その他の財務活動による支出
次期中期目標期間への繰越金

短期借入金の限度額
１ 限度額 １，０００百万円
２ 想定される短期借入金の発生理由

剰余金の使途

年　度　計　画

（単位：百万円）

117,210
137,940

区　分 金　額

運営費負担金の交付時期の遅れ等による一時的な
資金不足への対応

16,302

14,303

16,353
8,800
8,800

移行前地方債償還債務の償還による支出

137,940

41,439

103,799

101,233

0

11,038
4,164

13,775

0

2,202
0
0

46,007

4,428
4,428

0

6,874

0

　決算において剰余金を生じた場合は、将来の病院
施設、医療機器の整備費用及び病院施設、医療機器
の取得に充てた長期借入金（移行前地方債債務償還
金を含む。）の返済に充てる。
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３ 資金収支（令和２年度～令和５年度）
（単位：百万円）

資金収入
業務活動による収入

診療業務による収入
運営費負担金による収入
その他の業務活動による収入

投資活動による収入
運営費負担金による収入
その他の投資活動による収入

財務活動による収入
長期借入金による収入
その他の財務活動による収入

前期中期目標期間からの繰越金
資金支出

業務活動による支出
給与費支出
材料費支出
その他の業務活動による支出

投資活動による支出
固定資産の取得による支出
その他の投資活動による支出

財務活動による支出
長期借入金の返済による支出

その他の財務活動による支出
翌事業年度への繰越金

・

・

業務実績及び県立病院機構の自己評価 設立団体の長（知事）の評価

48,903
41,860

107,230

276
4,110
4,110

0

16,467
8,247

15,809

8,236
11

10,504
3,529
6,917

58

16,342
141,790

0
15,268

合計
141,790
121,062
103,516
13,342
4,204

276
0

3,663
3,660

3
2,759

0
0
0

1,400

3,383
552

1,000
1,759

17,236
49,887
28,197
12,840
10,944
4,413

1,400
0

R5計画
49,887
31,251
27,316

276

区　分

9,959

109,139
89,811

12,054

276

36,063

3,652

30,916

2,710

8
4,576

16,342

7,745

移行前地方債償還債務の償還による支出 5,158

17,778

2,529

58

0

　資金繰りは、順調である。

　短期借入は行っていない。

76,200

R2～R4

109,140

4,584

79,033

0

2,710
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第５　その他業務運営に関する重要事項

第９　その他業務運営に関する重要事項

１ 保健医療行政への協力

　

２ 法令・社会規範の遵守 ２ 法令・社会規範の遵守

３ 積極的な情報公開 ３ 積極的な情報公開
　運営の透明性の確保に努め、年度計画の策定時や
評価委員会の評価を受けた後などに、ホームページ
を活用し、業務内容や業務改善等の情報発信に積極
的に取り組む。

　山梨県などが進める保健医療行政に積極的に協力
するとともに、県と連携して医療費適正化を進め
る。
　県立中央病院においては、後発医薬品の規格単位
数量割合８５％以上、県立北病院にあっては同割合
８０%以上とする。
　県民の健康の保持及び増進のため、県民を対象と
した公開講座を開催するとともに、疾病予防、治療
法等についての広報活動に努める。

　県立の病院としての公的使命を適切に果たすた
め、医療法をはじめとする関係法令を遵守するとと
もに、倫理委員会によるチェック、内部監査の実施
等を通じて、職員の行動規範と倫理を確立する。

中期目標 中期計画

第５　その他業務運営に関する重要事項

　県などが進める保健医療行政に積極的に協力する
こと。
　特に、後発医薬品の使用割合の向上に寄与するな
ど、医療費適正化の推進に協力すること。
　また、県民に向けた健康の保持・増進に関する情
報提供、普及啓発に努めること。

１ 保健医療行政への協力

　運営の透明性の確保に努め、業務内容や業務運営の
改善等の情報発信に積極的に取り組むこと。

県民に信頼され、県内医療機関の模範的役割を果た
していけるよう法令や社会規範等を遵守するととも
に、これらを確保するための内部統制体制を整備す
ること。
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第５　その他業務運営に関する重要事項 第５　その他業務運営に関する重要事項

【特記事項】

・

・

・

・

・

・

・

・

・

　職員のコンプライアンスの向上については、病院内の研修会等で
周知を徹底し、職員全員一丸となり法令、社会規範の遵守に努め
た。

　倫理委員会を開催し、院内で行われる医療行為及び医学の研究に
関し、倫理的、社会的観点から審査を行った。期間中、９２件（中
央病院４３件、北病院４９件）の審査を行った。

　病院機構、中央病院、北病院がそれぞれホームページを開設し、
評価委員会の評価、年度計画や決算状況、理事会の議事録等を公表
するとともに、法人組織や診療案内、研修内容や公開講座の案内、
採用情報等も掲載し、積極的な情報公開に取り組んだ。

　各診療科の活動、診療実績、その治療成績を病院のホームページ
に掲載した。

　令和３年度に新たに、中央病院公式YouTubeチャンネル（YCHキャ
スト）を開設した。１３本の動画に対して、令和５年６月現在、約
４８，０００回の視聴となっている。

　中央病院で対応可能なda Vinciに係る病名・手技や新型コロナウ
イルスに係る情報など県民が知りたい情報を随時提供するととも
に、古いコンテンツの更新に努めたことにより、期間中のホーム
ページの閲覧数は、８０３，９８７件となった。

【実績に対する分析、自己評価理由】

【実績】
　中央病院では、都道府県がん診療連携拠点病院、三次救急医療を
担う救命救急センター、県内の周産期医療の中核をなす総合周産期
母子医療センター、難病医療協力病院、新型コロナウイルス感染症
重点医療機関等として県の保健医療に係る重要施策に貢献した。

当該中期目標期間における中期目標及び中期計画
の実施状況が優れている。

評価

　都道府県がん診療連携拠点病院、三次救急医療を担う高度救命救
急センター、県内の周産期医療の中核をなす総合周産期母子医療セ
ンター、難病医療協力病院、精神科救急医療体制の２４時間化、認
知症対策における認知症疾患医療センター、新型コロナウイルス感
染症重点医療機関等として、県等の保健医療に係る重要施策に貢献
した。また、職員研修会等を通じて、職員のコンプライアンスの向
上に努めた。さらに、ホームページを開設し、機構、両病院の様々
な情報を積極的に公開するなど、中期計画を上回る取り組みを実施
した。

評　価 A

設立団体の長（知事）の評価業務実績及び県立病院機構の自己評価

　北病院では、精神科救急医療体制の２４時間化における精神科救
急受診相談センター業務の一部を担うとともに常時対応型病院、認
知症対策における認知症疾患医療センター、また、医療観察法の指
定入院医療機関等として、県等の保健医療に係る重要施策に貢献し
た。

　県の感染症対策の指令機能を担う山梨版CDCに令和３年４月から
当院医師を派遣した。また、新型コロナウイルス感染症患者がホー
ムケアとして自宅で安心して療養できるよう健康観察事業を行っ
た。

A

　新型コロナウイルス感染症重点医療
機関として、PCR検査や必要な病床の
確保、ワクチン接種、県感染症対策セ
ンター等への医師派遣など保健医療行
政に積極的に協力していることは評価
する。
　法令・社会規範の遵守に努めるとと
もに、病院機構、中央病院および北病
院のホームページでの情報発信や、中
央病院公式YouTubeチャンネルを開設
し積極的な情報公開に努めていること
は評価に値する。

中期目標及び中期計画の実施
状況が優れている。
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人事に関する計画
　職種ごとに、将来の人事配置を見据え計画的な
採用を図るなど、職員構成の適正化に努めるこ
と。

中期目標 中期計画

４　山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び
会計に関する規則第７条で定める事項

　政策医療の的確な提供や質の高い医療の提供
に向け、医療従事者の確保など、要員計画を作
成し、適切な人事管理を行う。

４　人事管理
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・

・

・

　政策医療を着実に実施するため、必要な人員を確保できるよう採用試
験を複数回実施した。
　　（期間中：看護師９回、医療技術職７回、事務６回、技術職１回）

業務実績及び県立病院機構の自己評価

　職員数は、前期末と比べて１１．７％増の１，６７６人となった。

設立団体の長（知事）の評価
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用語の説明 

 

１ 周産期母子医療：「周産期」とは、妊娠22週から生後満7日未満までの期間をいい、合併症妊

娠や分娩時の新生児仮死など、母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性があり

ます。周産期を含めた前後の期間における医療は、突発的な緊急事態に備えて産科・小児科双方

からの一貫した総合的な体制が必要であることから、特に「周産期母子医療」と表現されていま

す。 

２ ＤＰＣ：診断群分類包括評価（DPC/PDPS）を適用して診療報酬を請求する病院をＤＰＣ対象病

院と呼び、役割や機能に応じて3つの群に分類され、それぞれに診療報酬を計算するために必要

な基礎係数が割り当てられます。大学病院本院からなる大学病院本院群、大学病院本院群に準じ

た診療機能を提供できるとされた特定病院群、それ以外の標準病院群に区分されています。 

３ クリニカルパス：入院時や外来を含む診療経過の中で、病気を治すうえで必要な治療・検査や

行うべき処置などを経過する日付や時間ごとに示した診療スケジュールのことで、患者さんに示

されるものと同じ内容で医療提供者（医師・看護師等）が確認しながら使用するものがありま

す。 

４ 治験：新しい「薬」を開発するために、人での有効性や安全性について調べる試験を一般に

「臨床試験」と呼んでいます。また、厚生労働省から「薬」として承認を受けるために行う臨床

試験のことを「治験」と呼んでいます。 

５ 看護師の特定行為研修：看護師が手順書により診療の補助である特定行為を行う場合に、特に

必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を

図るための研修です。 

６ 医師事務作業補助者：医師の指示に従って、カルテや処方箋、入退院説明書などの作成の補助

を行い、データ入力などの事務作業を行います。 

７ 紹介率：他の医療機関から紹介されて受診された患者さんの割合のことです。 

逆紹介率：当該医療機関から他の医療機関に紹介した患者さんの割合のことです。 

高い紹介率・逆紹介率は地域の他の医療機関等との良好な連携状況を反映する指標と言えます。 

８ 胎児超音波スクリーニング検査：超音波診断装置を使用して胎児が先天性異常をもつ可能性を

調べる検査のことです。 

９ ドクターヘリ：救急医療用機器や医薬品を搭載し救急医および看護師が搭乗した救急医療専用

ヘリコプターのことです。救急現場で適切な初期治療を行い、短時間で医療機関に搬送できるも

のです。 

１０ ＭＦＩＣＵ（Maternal-Fetal Intensive Care Unit）：母体胎児集中治療室の略称です。合併 

症妊婦などハイリスク妊婦に対応し、専門医療を24時間体制で提供する治療室です。 
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１１ キャンサーボード：がん医療に携わる複数の診療科医や看護師・薬剤師などの職種を超えた専 

門職が集まり、がん患者の診断・状態・治療方針などについて、それぞれの専門的知識をもとに意

見交換・情報共有・確認などを行う検討会です。 

１２ 認定看護師：日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、救急看護・緩和ケア・感染管理など

の特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することが認められた看護師です。 

１３ 難病：明確な定義はありませんが、一般的には、（１）原因が不明であり治療方法が確立してお

らず、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病、（２）経過が慢性にわたり、身体的問題ばかり

でなく、精神的・社会的・経済的な負担を伴うことが多い疾病のことと言われています。 

   厚生労働省では、症例数が少なく、原因不明で治療方法も未確立であり、かつ、生活面で長期に

わたる支障がある疾患について、研究班を設置し、原因の究明、治療方法の確立に向けた研究が行

われています。現在130疾患を対象にこの事業（難治性疾患克服研究事業対象疾患）が行われてい

ます。 

１４ 一類感染症：感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高

い感染症のことです。エボラ出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱などがあります。 

１５ 心神喪失者等医療観察法：心神喪失又は心神耗弱の状態（精神障害のために善悪の区別がつかな

いなど、刑事責任を問えない状態）で、重大な他害行為（殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わ

いせつ、傷害）を行った人に対して、適切な医療等を提供し、社会復帰を促進することを目的とし

た法律です。 

１６ スーパー（精神科）救急病棟：急性期の集中的な治療を必要とする精神疾患の患者、重症の精神

科救急患者を入院させる精神科急性期治療病棟のうち、より高いレベルの人員配置・設備・医療水

準などが整備されて承認された病棟のことです。 

１７ 診断群分類包括評価（DPC/PDPS）：患者が入院した場合に、最も診断や治療に処置や経費がかか

った診断名を基本に、手術や処置の内容に応じて定められた分類（DPC：診断群分類）ごとに、１

日当たりの検査や治療をまとめた（包括した）定額の点数（PDPS）を基本に、定められた出来高請

求点数を加えて医療費を請求するものです。現在は、急性期の病気を中心に適応されています。 

１８ ベンチマーク：病院経営や運営を改善するために用いる、優良他院の基準や指標のことや、他院

との比較により、状況を改善する活動のことです。 

１９ 病棟薬剤師：各病棟に配置されて入院患者への服薬指導、薬剤の投与（種類、量、投与方法、期

間など）などに関する業務を行う薬剤師をいいます。 
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２０ ＤＭＡＴ：医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、

大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期（おおむね48時間以内）に活動でき

る機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームです。 

   ロジ（ＤＭＡＴロジスティックチーム）：ＤＭＡＴの活動に関わる後方支援を行うチームのこと

で、通信、移動手段、医薬品供給、生活手段等の確保等を行います。 

 

※資料内、業務実績及び県立病院機構の自己評価に記載のある「前述Ｐ○○」は、県立病院機構業務実績 

報告書のページを引用するものであり、県立病院機構業務実績評価書のページを引用するものではな 

い。 


